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午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１４名であります。

定足数に達しておりますので、これから平

成２９年第６回美幌町議会定例会第２日目

の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第 1 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、５番稲垣淳一さん、６番戸

澤義典さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

以上で諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 一般質

問を行います。 

昨日に引き続き、通告順により発言を許

します。 

４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 〔登壇〕 それで

は、私は、ふるさと納税の活用についてと

ふるさと人財バンクの設置についての２項

目について、順次質問させていただきたい

と思います。 

ふるさと納税の活用について。 

寄附金充当事業の重点化についてでござ

います。 

平成２０年１２月に始まりましたふるさ

と納税は、本町でも年々寄附金が増加し、

平成２７年度は過去最高の８,１６３万３,

０００円となり、これまで各種まちづくり

事業に有効に活用されてきました。 

しかし、平成２８年度には３,８７０万

７,０００円と大きく減少し、平成２９年度

も伸び悩んでおります。 

道内の上士幌町は、平成２８年度は約９

万５,０００件、２１億円もの多額の寄附金

を受けて、高校生までの医療費の無料化、

バルーンスタンプ子育て支援カード事業、

学校図書館整備、少人数学習環境整備のた

めの教員配置、認定こども園保育料無料化、

土曜学習推進事業など、多くの分野の事業

に充当し、住みやすいまちづくりを推進し

ています。 

ことし８月に視察しました東川町では、

ふるさと納税ではなく、ふるさと株主とい

うユニークな発想で、寄附者を株主と呼び、

投資したい四つのプロジェクトから事業を

選ぶ方法です。写真の町プロジェクト（写

真甲子園映画制作支援ほか３事業）、こど

もプロジェクト（オリンピック選手育成）、

ＥＣＯプロジェクト（水と環境を守る森づ

くり）、イイコトプロジェクト（医療型観

光施設整備ほか３事業）に充当しておりま

す。 

本町では、寄附者の意向に沿って、福祉、

子育て、観光・定住促進、教育・文化・ス

ポーツなど多目的な事業に充当しておりま

すが、本町の課題の中から町の活性化に特

に必要な事業を重点化し、寄附者の支援を

受けるよう再検討する考え方はありません

か。 

また、総務省は平成３０年度から、ふる
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さと納税による寄附金を起業支援、移住促

進に使う自治体へ特別交付税を配る優遇措

置の実施を発表しましたが、本町の課題と

して重点化すべき分野でもあり、早急に検

討すべきと考えますがお伺いいたします。 

２点目、ふるさと人財バンクの設置につ

いて。 

ふるさと応援団員の登録等のネットワー

ク化についてであります。 

平成２７年６月定例会で、元気の出るま

ちづくりのため、ふるさと人財バンクの設

立を提案し、人材情報は町の業務推進に活

用することは有益であり、入手方法や情報

管理、活用法などを総合的に検討して、業

務推進に生かせるよう考えたいとの答弁で

したが、その後の検討状況と今後町として

どのように取り組まれるのかをお伺いいた

します。 

以上でございます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 上杉議

員の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。 

初めに、ふるさと納税の活用について。 

寄附金充当事業の重点化についてであり

ますが、現在のふるさと納税の各自治体に

おける対応につきましては、返戻品に力を

入れている傾向にあり、返礼品競争が過熱

している状況が見られております。 

一方、国におきましては、寄附金の使い

道を明確にし、ふるさと納税制度の本来の

趣旨に沿った活用を促しているところであ

ります。 

本町における寄附金の使い道につきまし

ては、ふるさとづくり基金へ積み立てた後、

寄附者の意向に沿った事業に使わせていた

だいておりますが、ふるさと納税を活用し

た地域活性化の充実を図る上からも寄附者

に賛同していただけるよう、特に必要な事

業の重点化について、現在事業選定を行っ

ているところであります。 

また、平成３０年度から開始される、ふ

るさと納税を活用したふるさと起業家支援

プロジェクト及びふるさと移住交流促進プ

ロジェクトにつきましては、クラウドファ

ンディング型ふるさと納税でありますが、

ふるさと納税者との継続的なつながりを持

つ必要性について、また、特別交付税措置

による財政支援なども考慮しながら、両プ

ロジェクトの実施について検討してまいり

たいと考えておりますので、御理解のほど

よろしくお願いをいたしたいと思います。 

次に、ふるさと人財バンクの設置につい

て。 

ふるさと応援団員の登録とネットワーク

化についてでありますが、ふるさと人財バ

ンクにつきましては、現段階において、い

まだ設立には至っていないのが現状ですが、

これまでに美幌観光物産大使の見直しを行

い、情報発信力をお持ちで本町にゆかりの

ある方々を、新たに美幌観光物産大使に任

命したほか、美幌ふるさと応援大使を設置

し、本町の応援団員として任命したところ

であります。 

また、町外の方だけではなく、一度町外

に出られ、Ｕターンされた町内在住者の

方々についても、ふるさと人財の一員とし

ての活用やネットワーク形成の検討が必要

であると考えているところであります。 

今後におきましては、それぞれの大使の

方々や、さっぽろ美幌会、東京美幌会、さ

らには町民の皆様からも人財についての情

報をいただき、ふるさと人財バンクの設立

に向けた研究をしてまいりたいと考えてお

りますので、御理解のほどよろしくお願い

をいたします。 

以上、答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） ただいま答弁をい

ただきまして、全国市町村ではこのふるさ

と納税をまちづくりのために有効に活用す

るため、いろいろな知恵を出し合って取り
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組みを展開しております。 

答弁では、寄附者に賛同していただける

よう、特に必要な事業の重点化について事

業選定を行っているとの答弁ですが、平成

２７年度、２８年度に充当した目的事業の

中から、どのような事業を町としてはプロ

ジェクト化して事業選定しようとしている

のか、いつぐらいまでにこの事業選定とい

うのが行われるのか、まずその点について

お答えください。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） ２７年、２８

年度でいけば、２７年度は１７事業につい

て、このふるさと寄附金を充当しておりま

す。２８年度が５事業ということで充当さ

せていただいております。 

先ほど答弁の中にありました、寄附者に

理解をいただけるような事業ということで

いけば、恐らく、美幌町が独自でやってい

るような事業ですとか、あるいは自然環境

を含めて、その特色を生かせるような事業

選択をすることが望ましいだろうと考えて

おります。 

それで今、２７年、２８年度のトータル

で、２２事業に充当させていただいており

ますけれども、もう少し充当した事業以外

に何か考えられないかということで、今検

討をしている最中でございまして、具体的

な事業等については、これからほかの市町

村の充当事業も勘案しながら決定をしてい

きたいと思っておりますけれども、寄附金

のＰＲの関係もございますので、早目に対

象事業について絞り込みを行っていきたい

と考えております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） たまたま２７年、

２８年度の中の事業だけではなくて、私も

後ほど質問させていただきますけれども、

それ以外の事業ということも非常に大事だ

と思います。 

それで、今検討しているということです

けれども、今回、議案の中で基金条例のこ

となども出てまいりますので、実際に平成

３０年度の基金の応募が始まります。それ

に間に合わせるように、今年度中に新たな

事業の重点化というか、そういったような

ことを、時期としてはそれをめどに進める

のかどうか、その辺についてお答えいただ

きたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 平成３０年度

の投資的経費のヒアリング等も終了いたし

ました。それで、３０年度に取り組むべき

事業内容等についても、一応決定をしてお

りますので、そういった事業の中からも絞

り込みを行った中で、３０年度のふるさと

納税のＰＲに間に合うような形で進めてい

きたいとは考えております。 

最終的にどういった事業がいいのか、あ

るいは何事業にするのかを含めて、少し時

間がかかるかもしれないですけれども、で

きれば３０年度の募集に間に合うような形

で進めていきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 私もこの質問に当

たって、全国事例のいろいろなものを紹介

すると、これは本当に幅広い事業がありま

す。 

例えば、若干説明すると、この近くの斜

里町では、原生の森復元、１００平方メー

トル運動の森・トラスト事業ということで、

これを見ても、やはり斜里特有の町を売り

込むため、町にとって知床の自然を守ると

いう部分で絞り込んでいると思いますし、

栃木県の足利市では、日本遺産の足利学校

の改修とか、あるいは変わったところでは、

広島県の福山市は、バラの咲き誇る町、バ

ラのコンテストを中心にしたばら祭りの事

業というようなものも行っておりますし、

歴史的な部分でいくと、京都の舞鶴市は、

海外の引揚者の歴史を語り継いでいくとい

うようなことから、舞鶴引揚記念館の整備



 

－ 52 － 

というようなことにも取り組んでおります。 

これらの事例を少し紹介しましたけれど

も、やはり各市、町での重点的な事業とし

て絞り込んで充当しているというようなこ

とがあるかと思います。 

先ほど答弁いただきましたけれども、美

幌の今までの充当事業は非常に多目的で事

業数が多過ぎるのではないかというように

考えておりますので、やはり絞り込み、そ

れから新たに必要なものの重点化というよ

うなことを精査されて、できれば３０年度

に間に合うように努力するということです

ので、ぜひ進めてほしいと思います。 

それで、東川の例ですが、実は所管の総

務文教厚生常任委員会のほうでふるさと納

税を調べに行ったわけではないのですが、

全体のまちづくりの中で、この株主制度の

説明をしていただきました。事前に資料を

見てはいたのですが、資料ももらってまい

りました。これは、一口１,０００円以上で

１０口以上投資をしていただくと、例えば

ふるさと交流センターに年間無料宿泊が６

日間できる。２口以上ですと、町のコテー

ジの宿泊料を半額にするとか、あるいは今

答弁の中にもありましたように、少しこの

ふるさと納税は、いわゆる特産品というか、

返礼品に趣を置いて、お金を集めるために

そちらのほうに非常にお金も手間もかけて

きたというようなことから、国も一定の是

正を求めておりますけれども、東川町は、

１万円以上で実際に特産品は２,５００円ぐ

らい相当のもの、３万円以上で５,０００円

ぐらい、５万円以上で７,５００円ぐらいの

ものを送るというようなことで、いわゆる

投資額によって優待がもちろん変わってく

るということです。 

美幌町も金額によって変わってくるのは

承知しておりますけれども、こういうもの

を見ると、やはり返礼品の競争に走ること

なく、東川町の話を紹介すれば、先ほど言

った四つのプロジェクトを確実に推進する

ということで、答弁の中にもありました、

いわゆるクラウドハンティング、これは今、

日本の中に少し普及してきておりますけれ

ども、どちらかというと、このふるさと納

税のほうが２００８年からということで、

早い取り組みでしたが、最近はこのクラウ

ドハンティングを取り入れているところが

あります。 

そういった意味では、東川町は最初から

事業にそれぞれ目標額を定めて、それでい

わゆる株主から出資を仰ぐという考え方で

すので、やはり東川町のまちづくりをどう

しようかというストーリーが明確になって

いることで投資をふやすという原動力にな

っていると思いますが、そういった面で美

幌町で絞り込む場合に、美幌町に魅力を感

じていただくためのシナリオというかスト

ーリーみたいなものが、私は同じように必

要ではないかと考えますが、いかがでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 寄附を受ける

側として、当然にその寄附の使い道を明ら

かにしていくということが必要だろうと考

えておりますし、それが、どのような成果

につながるのか、これは説明をしていく責

任があるというように思いますし、経過等

を含めてきちんと寄附者に説明をしていく

ことが必要だと考えております。 

いずれにしても、一定のストーリーを描

きながら、どういった形でこのお金が使わ

れて、美幌町の活性化のためにこういった

形で成果があらわれましたということを説

明できるような形にしていくことが必要だ

と。そういった意味からいけば、全国から

の志に応えられる施策をつくっていくこと

が必要だろうと考えておりますので、返礼

品のみならず、施策によるふるさと納税の

あり方について検討しながら、ストーリー

性についても検討していきたいと考えてお

ります。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 



 

－ 53 － 

○４番（上杉晃央君） 今、美幌町のスト

ーリー性を考えるということで、私なりに

美幌にこういういいものがあるなというこ

とを考えてみて、私の思い描いたものがあ

ります。 

そのストーリーを考えるに当たって、今

までのふるさと納税の発想から、こういう

事業にということで、ヒントがたくさんあ

ると思います。美幌にいいところはたくさ

んあると思っていますので、町が現在考え

ている中で、共感を得るためにこういうも

のを美幌町として情報発信していきたいと

いうものが何点かあれば、挙げていただけ

ますでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 今御質問をいただ

いた件でありますけれども、何点かあれば

というお話でありますが、例えば、美幌峠

を中心とした観光のストーリーであるとか、

あるいは木の取り組みに対するストーリー

性であるとか、そういうことをしっかりと

考えていかなければいけないのではないか

と思っているところであります。 

従来のふるさと納税の受け入れは、寄附

者の意向はさまざまであります。 

その中で基金として受けて、あと大まか

に言うと、四つの事業に充当してきたわけ

でありますけれども、そういった形で自由

にフリーハンドで寄附をしていただく部分

と、今話題になっている具体的なストーリ

ー性を持った事業に充当していただくとい

う併用型が、やはりこれからの主流になっ

てくるのではないかと思っていますので、

そういった中で、併用型の従来とは違う新

たなところの取り組みとして、やはりスト

ーリー性を持ってしっかりと取り組んでま

いりたいと、そのように思っているところ

でございます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 私は東川を見て、

美幌にも東川に負けないいいものがたくさ

んあるのだということを、東川の取り組み

から率直に感じました。 

今、町長は、具体的ではないですけれど

も、峠のことを触れました。今美幌町は、

ことしからですけれども雲海をやり始めま

した。それから星空の観察とか、そういう

こともあります。 

あるいは、私はいいことはまねをしたほ

うがいいと思うのですけれども、もちろん

全く同じことをまねしても、二番煎じでは

絶対に成功しないというのが、これは定説

なのですが、例えば、今ある美幌町の資源

としてはエコハウスを使うとか、あるいは

キャンプ場のコテージを活用するとか、同

じようなことというのは、やはり体験型で

寄附をしてくれた方がこんなことをしてみ

たいというようなことで、いろいろな新た

な事業にも投資していただくということな

ども、私は寄付者の人たちに美幌の魅力を

知っていただく方法ではないかと思います。

先ほど総務部長も、これからいろいろな事

業の絞り込みだとか、そういったことをし

たいとおっしゃっていましたので、私の思

いは思いとして、ぜひまた検討してみてく

ださい。 

ところで、１１月２７日の商工会議所の

まちづくり若者クラブびほろ愛し隊と美幌

町への移住者の意見交換会が開催されたと

いうことで、私は新聞報道で知りました。 

それで、その中で移住の決め手だとか、

住んでみてよいところ、あるいは悪いとこ

ろ、このようなことなどを意見交換された

と聞いておりますが、質問書にもあったよ

うに、来年国のほうは移住定住だとか、こ

ういった事業に対しても、取り組むことに

対して特別交付税の措置も検討していると

いうことをうたっていますので、私は人口

減少を緩やかに、やはり食いとめていくた

めには、町外から美幌に魅力を感じていた

だいて、来ていただく方を歓迎するという

ことも大事だと思います。 

そこで、移住してきた方というのは、私
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たちの見えない美幌町のよいところ、悪い

ところというのは、やはり外の目で、よそ

者の目でしっかり見ていると思います。そ

ういった面で、そういった人たちの意見の

中に、これから町がいろいろ取り組むべき、

重点化する事業の重要なヒントが隠されて

いるのではないかと思います。 

ところで、この会合には美幌町の担当者

は出席なされていたでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） これは、先ほ

ど上杉議員が言われたとおり、町の若者の

団体から、まち育出前講座の要請がありま

して、担当のほうも行っております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） そうすると、移住

者の皆さんから、率直にいろいろなヒント

になる意見が多分たくさん出されているの

だと思います。 

それで、私もいろいろなところを見て思

ったのは、例えば全国的には廃校を利用し

て、移住者の起業を支援するカフェをつく

るとか、そのような取り組みなどもありま

すし、美幌町にも実はすてきなこういう紹

介のパンフができております。あなたの挑

戦応援しますという、起業家した１０人の

方の取り組みが書いております。 

ですから、美幌も非常に魅力あるまちだ

と思うのです。やはり、こういう人たちが

なぜ美幌に来てくれたのか、あるいは美幌

に対して今、もう少しこうしてくれると、

もっと多くの人が美幌に来てくれるのでは

ないかとか、そういう移住者、よそ者の目

から見た意見ということを、これからのふ

るさと納税で今後町が重点化する場合、移

住対策みたいなことなども、ぜひ積極的に

こういう人達の意見などをもとに取り組ん

でほしいと思います。 

それで、来年度、総務省のほうは重点化

したこういう事業に対して、特別交付税の

措置をすると一応新聞報道がされておりま

す。まだ、中身の詳細はわかりませんけれ

ども、いわゆる移住者対策などは、重点化

事業の一つというように、私は位置づける

べきではないかと考えておりますが、現状

町はどのように考えていらっしゃいますか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 急激な人口減少の

中にあって、やはり移住していただくとい

うことは、極めて重要なことだと思ってお

ります。 

そのような中、さまざまな取り組みをし

ているわけでありますけれども、一気にこ

れがふえるということにはなかなかならな

いのですが、ただ、毎年１人、２人とか、

そういう形で移住していただいているとい

うことで、本当に感謝したいと思っている

ところでございます。 

それで、外の目と言いますか、これが極

めて重要だというのは、よく言われるのは、

よそ者、若者、そしてもう一つは言いませ

んけれども、そういうように言われている

ようでありますので、いわゆるよそから入

ってきた方の御意見などについては、自分

が違うところに住んで、美幌に来て新たな

発見があると思いますので、そういったこ

とを重要視して、今後とも取り組んでまい

りたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 町長も移住は非常

に重要だし、外の人の目というのもこれか

ら大切にしたいということでありました。 

今回、若者クラブの皆さんがそういう意

見交換の場を、まち育講座を利用してやっ

たということですので、私は移住者に限ら

ず、転勤で美幌町に来て何年か今住んでい

らっしゃる方たちの意見というのも、やは

りよそ者の目から見て、美幌町のいいとこ

ろ、あるいはこうしてもらったらもっとよ

くなるというのは、そういった面でのいろ

いろな意見をいただくために、町も積極的

にそういう方に声をかけていただきたいと
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思っております。もちろん、若者が自主的

にいろいろなことに取り組むということは

すばらしいことですから、それはそれで、

町としてもぜひそういった機会を、特に町

長、今車座トークがどのようになっている

のかわからないですけれども、待って要請

があったからというのではなくて、町長み

ずからそういう担当職員を一緒に連れて、

そういう人たちとディスカッションしなが

ら、まちづくりのヒントをいただくような

ことの取り組みも、ぜひ今後積極的に行っ

ていただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 私については、車

座トークというシステムを持っております

し、職員については、出前講座というのを

持っておりますので、出前講座も住民の皆

さんから引き合いが非常に多くて、そうい

った意味で職員も随分町民の皆さんの声を

聞きながら、町政に反映できるものについ

てはしっかりと反映していくというような

ことをやっております。その点については

御安心をいただきたいなと、そのように思

っております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） ぜひ、やはり美幌

で生まれて一度も美幌から出てみた経験が

ないと、なかなか美幌のいいところという

か、特に美幌に限らず、北海道の自然に都

会の人がなぜそういう価値を見出したり、

感動するのかというのは、我々はふだんそ

ういったものに接しているから、当たり前

なものにそういう価値というのはなかなか

見出せないということがあります。 

そういった面では、先ほどから繰り返し

になりますけれども、外から見た人のいろ

いろないいところ、悪いところということ

が、今後のまちづくりにつながっていくか

と思いますので、機会を捉えて積極的にそ

ういった意見交換などの場をつくってほし

いと思います。 

まとめになりますけれども、先ほど申し

上げましたように、ふるさと納税というの

は、今後はやはり使い道に重きを置いて寄

附を募って、そのために、先ほど言った美

幌町はこんなまちですよと、そしてこんな

ことをしたいからということで、ストーリ

ー性を持って事業を選んでいくと。そして、

寄附してくれた方にしっかりその成果を伝

えていくということが、私は美幌のファン

をふやすことになると思います。 

そのことが、いわゆる寄附額がある程度

安定して、そして、そのことによって持続

して重点プロジェクトが推進できるという

ことにつながると思いますので、ぜひ寄附

者に知らせることについて――私も実は調

べてみましたけれども、美幌町のホームペ

ージのふるさと寄附金のコーナーを見ると、

こういう形で年度ごとに幾らということが

書いてあるのですが、そのほかについてど

うしているのか実態を聞きたいと思います。 

先ほど取り上げた上士幌町というのは、

少し細かいですけれども、お金もたくさん

集まっているので充当事業もたくさんある

のですが、具体的に１事業ごとにきちんと

年度別に細かくホームページにアップして

いるのです。 

私は、寄附者を大事にするという意味で

言えば、寄附してくれた方がどの程度リピ

ーターで毎年ふるさと寄附金に協力してく

れるのかだとか、そういうデータも知りた

いですし、町のほうとして、その人たちに

どういう形で情報発信をしているのか、そ

の辺についての現状の取り組みをお尋ねし

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 現在について

は、それぞれ先ほど２７年１７事業、２８

年５事業ということで報告をさせていただ

きました。これは、事業のほかに事業名で

いくつかに分かれている事業もあるので、

それらを含めるともう少し多くなると思い
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ますけれども、こういった事業でこういっ

た中身の事業にふるさと寄附金が充当され

ていますというような、寄附者に対する周

知は今のところ図ることができておりませ

ん。 

これが今回、後ほど条例改正の提案もさ

せていただきますけれども、寄附者の意向

と、それからうちが今持っている条例上の

処分事業、これはなかなか一致していない

ということがあって、これも含めて条例改

正をした中で、今後においては、寄附者に

こういった内容の事業に寄附金が使われま

したというようなことを、きちんとお返し

できるような形での仕組みを考えていきた

いと思っております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 多分そうすると、

リピーターが何人いらっしゃるとか、そう

いう統計的なデータ分析はとられていない

のかどうか、その辺をまずお答えください。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） 現在のところ、

リピーターについて調べてはおりませんが、

データ上、調べることは可能ですので、今

後そういったことを公表することによって、

リピーターにつながったというようなデー

タをとることは可能かと思っております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 東川を見ると、や

はりリピーターで投資してくれる方が多い

です。やはりリピーターに――もちろん、

美幌と違ってプロジェクト事業を決めてや

っているからそういう違いはありますけれ

ども、美幌もそういったことを今後取り組

みたいということですので、ぜひ美幌のよ

さを知ってくれて、毎年協力していただけ

る、そういうリピーターをふやすという意

味では、今後そういう事業の成果について

ホームページを見てくださいと言っても、

そう簡単には見てくれないと思うのです。 

ですから、そういった面で何らかの方法

で寄附者に情報発信をするような手法につ

いても検討していただきながら、いずれに

しても美幌町の熱い思い、そして理念に共

感していただいて、平成３０年度に町が新

たに取り組もうとする重点化した事業に、

２９年度はどれぐらいの寄附金が集まるか

まだわかりませんけれども、それを上回る

ような美幌町の思いを全国に発信できるよ

うに期待をして、この質問はまず終わりた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 寄附していただい

た皆さんに成果をお知らせするということ

は、当然のことだと思っております。 

それで、いずれにいたしましても、従来

型の併用型といいますか、併用をして事業

化したものと、従来のように、自由に寄附

を受けられるような体制をとると。これを

併用型と言っていいかどうかはわかりませ

んけれども、あえて言うならば併用型と言

わせていただきます。 

それから、いずれにしましても、差別化

を図らなければいけないということであり

ます。そうした意味から、美幌の特色をし

っかりと訴えていきたいと思っております。 

それと、リピーターの話ですけれども、

毎年、多くの方が私どもの町に、３０万円、

１０万円、２０万円と寄附をしていただい

ております。本当にその点については、感

謝を申し上げたいと思っております。私自

身考えると、リピーターで毎年３０万円と

いうのはかなり大きな金額になると思いま

すので、そういったことで毎年いただける

ことについては、本当に改めて重ねて感謝

を申し上げたいと思っているところでござ

います。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） それでは、２項目

めのふるさと人財バンクのほうに移りたい

と思います。 
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先ほど答弁いただきまして、１年半前に

入手方法や情報管理、活用方法などを総合

的に検討したいという答弁いただいていま

す。 

それで今回、美幌観光物産大使の見直し

を行って、ゆかりのある方を新たに大使に

任命されたということで、そこは一歩前進

の評価をいたしますけれども、ところで、

この応援大使というのは何人になっていら

っしゃるのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 応援大使でご

ざいますが、現在１０名でございます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 先ほど言ったよう

に、入手方法、情報管理、活用方法を総合

的に検討するということでありましたが、

この１年半の間に、具体的に何をどう検討

して、この観光大使でゆかりのある方を新

たに任命したということはここで評価しま

すけれども、今申し上げた方法や情報管理、

活用法というのは、具体的にどのような検

討をこれまでされてきたのか、その詳細に

ついて御説明いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今御質問のあ

った、具体的に情報の入手方法等々を含め

てどのような検討がされてきたのかという

ことでございますけれども、率直に申し上

げまして、詳細について具体的な検討をし

てきていないというのが実情でございます。

ただ、こういった形の応援団づくりという

のは、必要であるという認識は持っており

ますので、前回の答弁と同じになるかもし

れないですけれども、答弁にもございます

とおり、今後いろいろな形での人材発掘と

情報収集を図りながら、こういう人財バン

ク、そしてネットワークづくりを進めてい

きたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 極めて残念です。

検討するという答弁をいただいた以上、や

はりいろいろなことをやった結果、現状で

はここまでしか今のところできていないと

いう答弁でしたら私は納得しますけれども、

そこが、入手方法だとか、もちろん個人情

報の管理とかは大事なことです。 

ですから、そういう答弁をしていただい

ているにもかかわらず、この間何ら手をつ

けていないということは、町長、一般質問

に対する情報管理、進行管理というのは、

町長自身はどのように指示されているので

しょうか。こういう答弁したことに対して

の進行状況についてお尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 定例会の終了後、

一般質問についてはとりわけもう一度、再

度、答弁内容、そして質問内容を含めて、

改めて部局長と確認をしながら指示をして

おります。 

これについては早急にやるように、ある

いはこれについては何年までにできるのか

というようなことも含めて、しっかりと指

示しているつもりでおります。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） そうすると、こう

いうふるさと人財バンクについては、町長

が期限を付していつまでにというような指

示はされていないという理解でいきます。 

残念なことですが、ところで、私もこの

質問を以前にしたときから、いろいろな形

で美幌町出身者で活躍している人がインタ

ーネット上に結構出てくるのです。そうい

う調査ぐらいはしていらっしゃいますか。 

○町長（土谷耕治君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） 振興局のほう

からも、そのような美幌で活躍されている

方、あるいは美幌出身でこういうことをや

っていますということの情報が入っており

ますので、その辺のことについては受けと
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めているところでございます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 要は、具体的にそ

れではどういう人がいるかというところま

で、個人名を上げてまできちんとリスト化

したものは、現状はないという理解でよろ

しいですか。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） そのとおりで

ございます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 私がざっと調べて

みても、個人の方もいらっしゃいます。特

に有名な方では、文化功労者でもあった元

札幌大学学長の山口先生だとか、医療大学

の浅香先生とか、大学関係でいけば札幌学

院大学学長の鶴丸先生だとか、筑波大学の

佐藤先生、それから姉妹都市交流では、ゆ

かりのある山木先生とか、大学関係でも結

構いらっしゃいます。このほかにもまだま

だいると思いますが、なかなか調べ切れま

せんでした。 

特に多いのは、スポーツ関係で活躍して

いる方がたくさんいらっしゃるのです。こ

れはもう町長も御存じのように、オリンピ

ックだとかパラリンピックを中心に多くの

方が過去も含めて、現在もやっております

し、あるいはゆかりのある方で言えば、今

もテレビのウェークアップのコメンテータ

ーをやっている、元美幌高校に在籍をして

いた読売新聞の特別解説員をされていた岩

田さんだとか、あるいはゆかりと言えば、

ここに２年ほど来ていただいた石原まき子

さんも、裕次郎さんの奥さんですけれども、

美幌峠のことをこよなく愛してくれて、い

ろいろな形で美幌のことを思っていただい

ておりますから、ばっと見ても美幌のゆか

りの人は、ネット上でも結構出てくると思

うのです。 

私は、これ以外にもたくさん美幌町出身

者で、まだまだいろいろな形で活躍してい

る方いらっしゃると思いますので、前にも

言ったように、まずは調べることから始め

られると思うのです。 

それをどうこれからまちづくりの中に生

かしていくかということで、そういう調査

をやはり速やかに方法を決めて取り組むべ

きではないかと思いますが、その辺いかが

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 今お名前を挙げて

いただいた方含めて、多くの皆さんが美幌

町出身だということで御存じの方がたくさ

んおられると思いますけれども、ただ、そ

れぞれに事情があったりしますので、美幌

の観光大使、あるいはふるさと応援大使に

なっていただけないという事情もあったり

します。 

例えば、岩田さんあたりは、美幌町に高

校３年の夏までだったと思いますけれども、

それまでおられて、それまでお父さんの転

勤で各地を回ってきているわけです。です

から、美幌だけを出身地と言えないという

事情も含めて、例えば卒業したのは森高校

だということで、森町に対する配慮もある

のではないか、あるいは旭川に対する配慮

もあるのではないかと、そのように思って

おります。 

それで、美幌町出身と言っていただける

だけでも、我々としては非常にありがたい

ということで、つながりがそこでできると。

そして、観光物産大使だとか、ふるさと応

援大使になっていただけなくても、美幌の

ことを深く思って、マスメディアを通じて

言えない部分を広く違う場面で言っていた

だくことも極めて重要だと思っております

ので、御理解のほどお願いをしたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） ですから、私は何

を言わんとしているかというと、いろいろ
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な事情があって登録ができない方は、それ

はそれでやむを得ないのです。 

だけど、どれだけの人が美幌町出身、あ

るいは美幌と御縁があって、いろいろな形

で美幌をふるさとのように愛してくれて、

何かあれば力を貸してあげたいという人が、

多分たくさん埋もれて、我々が気づかない

だけでいると思うのです。そういう人たち

がどの程度いるのかということを、まずリ

ストアップするということからぜひ始めて

ください。 

観光物産大使が悪いというのではなくて、

それはそれで協力してくれるありがたい応

援団ですからいいと思うのですけれども、

ぜひ美幌出身に限らずゆかりのある方、岩

田さんは以前に講演で美幌に来ていただき

ました。町長が言うように美幌町出身とか、

森町が卒業だとか、私はそのことを言って

いるのではなくて、美幌と御縁があったの

です。そのわずかな期間でも。その御縁を

生かしながら、何か機会あればぜひまた専

門的な立場で美幌に来て講演してほしいと

か、そういう御縁を私は大事にしていくと

いうことが大切かと思います。 

例えば、先日びほーるで古武道１０年祭

というのが取り組まれました。私もなぜ古

武道というのかわからなかったのですけれ

ども、尺八の藤原道山さんが来ておりまし

て、それで、藤原さんは１０数年前に町長

も御存じだと思いますが、美幌国際子ども

芸術祭でタマネギ倉庫で講演をしたことが

御縁だったのです。その御縁を大事につな

ぐ人がいたから、こういう形で今回チェロ

とそれからピアニストと３人の男性の人た

ちの古武道というのが１０周年で、全国ツ

アーの中に美幌を選んでくれてやってくれ

ました。 

ですから、やはり挨拶の中で、また来年

も美幌に来たいというお話もしていただい

ておりますし、あるいは美幌町には長い間

外国人留学生をホームステイで受け入れて

いる事業ということで、国際交流推進委員

会が長年取り組んできていていろいろと聞

きますと、もう既に優秀な留学生の方など

が母国に帰られて官僚になったり、それぞ

れの立場でポストについて活躍していると

いう方もいらっしゃると聞いておりますの

で、やはり出身者に限らず、美幌町との御

縁をいただいた方をいろいろな形で、まち

づくりで応援をしていただける方をこれか

らできるだけ早く拾い出しをしてデータベ

ース化する、そして了解を取った方はホー

ムページに載せて、こういう方が美幌を応

援してくれているのですというようなこと

を町民の皆さんに知らせると。そういうこ

とを、私はまちづくりの一つのパワーにし

ていくべきではないかということでの今回

の質問でございますので、町長がふだんお

っしゃるスピード感が、どうもこの取り組

みに対して、私は少し弱いのではないかと

感じますが、町長いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 行政だけで情報を

全て仕入れられるかということになると、

なかなか難しいと思いますので、議員各位

もさまざまな立場でおつき合いがある方も

多分おられると思いますので、そういった

情報を寄せていただきながら、町民の皆様

にも訴えながら、美幌の応援団としてより

広い範囲の方に協力をいただきたいと思っ

ております。今後とも、鋭意努力をしてま

いりたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん、 

○４番（上杉晃央君） 東川のことばかり

を言うのもあれなのですけれども、先日視

察をした際に松岡町長のほうから、ぜひ皆

さんこの映画を見てくださいということで、

写真甲子園０.５秒の夏というのを、町長み

ずから宣伝しておりまして、私は封切り後、

何日かたってから北見のイオンシネマで見

てまいりました。 

写真甲子園はことしで二十四、五回目で

すけれども、１０年ぐらいたったころに、
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たまたまこういう映画の話も出て、当時は

夢みたいな話だったということですけれど

も、その思いを今回監督いただいた菅原監

督に話したところ、その夢が現実になって

実現できたという話をお伺いしました。 

また、この映画の主題歌や挿入歌は、北

海道出身の大黒摩季さんが快く協力してく

れたと。あるいは、この映画のＰＲのため

に、親交のある加藤登紀子さんが自分のコ

ンサートで、ぜひ写真甲子園を皆さんごら

んくださいというＰＲをしてくれたという

ようなことを町長から伺っております。 

まさに、出身者でなくても御縁のあった

方の力をかりて、熱い思いを持ち続けて取

り組んでいくと、やがて私は夢が現実にな

ってくるという可能性だけはあるかと思い

ますので、最後の締めくくりにしますが、

町長、ふるさと出身者、それからゆかりの

ある人たちの私の質問について、どういう

人がいらっしゃるのかということを、もち

ろん町長おっしゃるように行政だけではな

くて、広く町民の皆さんから情報を集めて

いただきながら、その後、先ほど答弁のあ

りました情報管理や活用方法について、期

限を付して町長のほうから取り組んでいた

だくような指示を出すことを、町長の決意

としてお持ちでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） インターネットを

通じたり、いろいろな調べはすぐできると

思いますので、すぐできるものについては

すぐやるというようなことで、取り組んで

まいりたいと思っております。 

それと、美幌出身者であろうが、美幌に

縁ある方であろうが、美幌出身であります、

あるいは美幌と縁がありますと、はっきり

と胸を張って言えるようなまちづくりをし

っかりとしていきたいと、そのように思っ

ております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） まずは、そういう

情報を集めること、例えば、目標として３

０年度にはそういう情報収集方法をきちん

と行政側で決めて、そしてそれを外にも情

報発信しながら集めて、その後、先ほど言

った情報管理をどうするかだとか、もちろ

ん本人の了解をとらないとできないことで

すから、そういったことのスケジュールを

定めて、ぜひこういう取り組みによって、

行政や美幌に住んでいる人たちだけの力だ

けではなくて、ふるさと納税もそうですけ

れども、やはり外の方の力もかりながら、

町に元気を取り戻していく、そういったこ

とが私自身は必要だと思います。 

そういった面で、町長からもいろいろな

形で指示するときに、もちろん期限を付せ

ないこともあるかと思いますけれども、で

きるだけ職員に指示する時には、いついつ

ころまでにという期限を定めることによっ

て、職員も当然取り組みの仕方が――私は

職員の経験もありますから、有効だと思い

ますので、ぜひいろいろな懸案がたくさん

あって全て期限を付してはできないかと思

いますが、美幌町の活性化のためには、い

ろいろな人の力をこれから借りていくとい

うことが大事かと思いますので、ぜひもう

一度、この取り組みを指示していただいて、

平成３０年度には具体的にどういう人がい

るのかということを調査する決意があれば、

お示しいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） いろいろな人のお

力をかりないと、これはできないことであ

ります。全て町政は、いろいろな人のお力

をかりないとなかなか難しいというような

ことであります。 

これは、我々が日常的に仕事をして経験

していることでありますので、そういった

意味からもこの観光物産大使、あるいはふ

るさと応援大使をやっていただいている方

について、あるいはそういう職についてい

ないで、美幌町出身だとはっきり言ってい

ただいている方、あるいは美幌と縁がある
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ということをはっきり言っていただいてい

る方については、しっかりと対応していき

たいと、そのように思っているところでご

ざいます。 

それと、私はいつも言っているのですけ

れども、できることはすぐやろうというこ

とは、日常的に言っているつもりでありま

すので、なお届いていない部分については、

しっかりとそういった指示の仕方をしてま

いりたいと思っております。そして、時間

のかかるものについては、いつまでにでき

るというようなことも含めて、それはしっ

かりと皆さんにお知らせしなければいけな

いと、そのように思っていますので、そう

いった指示をしっかりと今後もしてまいり

たいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 町長に今、再度ま

とめてしっかり指示してやりたいというこ

とを聞きましたので、ぜひ声をかけること

によって、ふるさと美幌にもっともっと協

力したいという方も、私の耳に入っている

中でも数人いらっしゃいます。ですから、

そういう人との御縁を行政として仕事上の

つき合いだけではなくて、個人的なつき合

いもやはり大事にしていきながら、縁を大

切にしていくことが、恐らく今後のまちづ

くりに、どこかで大きな力になってくれる

かと思います。今まで御縁をいただいた方

との縁を今後も大事にしながら、今後、美

幌というふるさとに帰ってくる方もいらっ

しゃると思いますので、そういったものの

受け皿だとか、あるいは、美幌町の発展の

ためにいろいろ提言したり、情報提供や力

添えをしたいという方の力を積極的にかり

て、今後、町の努力によって、そういった

形が見えることを期待してこの質問を終わ

りたいと思います。 

○議長（大原 昇君） これで、４番上杉

晃央さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は１１時１０分といたします。 

午前１１時０１分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時１０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） 〔登壇〕 私は、

通告しております３項目につきまして、以

下質問いたします。 

最初は、子供医療費助成の拡充について

であります。 

私は、かねてから子供の医療費無料化

（入通院とも中学校卒業まで）を求めてま

いりました。また、町議会も政策提言で、

少なくとも中学校卒業までの医療費無料化

を求めてきたところです。 

ことし３月議会での私の質問に対して、

土谷町長は、どの水準まで拡大するか、検

討時間をと表明されましたが、新年度にお

ける子供の医療費無料（助成）拡大の予定

をお伺いいたします。 

２項目めは、国民健康保険税徴収の執行

停止についてであります。 

生活困窮世帯に対する国民健康保険税徴

収の執行停止について伺います。 

美幌町では、生活保護世帯にも国民健康

保険税滞納額の支払いを求めていたことか

ら、私は、著しい生活困窮者に対しては、

国民健康保険税徴収の執行停止を求めてま

いりました。 

国税徴収法１５３条で、滞納処分の執行

によってその生活を著しく窮迫させる恐れ

があるときは、徴収の執行停止ができる旨

の規定がありますが、美幌町での生活困窮

者に対する国民健康保険税の執行停止基準

及び現実の執行停止処分の状況、過去３年

程度はどのようになっているのかお伺いを

いたします。 

３項目めは、農業者の健康状況について

であります。 
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農業者の平均寿命が非農業者よりも男性

で８.２歳、女性で１.６歳長く、後期高齢

者医療費も非農業者の７割との注目される

調査結果を堀口健治早稲田大学名誉教授で

ありますが、１１月３日付け全国農業新聞

で公表されております。 

農業者が長寿で元気なのは、自然や市場

条件、季節に合わせて考えながら体を使う

労働を理由に挙げています。 

調査地の埼玉県本庄市では――これは、

本庄市が行ったのではなくて、調査が埼玉

県本庄市という意味でありますが、大規模

な５,７１９世帯でのアンケート調査が教授

のもとで行われておりまして、引退年齢と

引退後の余命などから、農業者は健康寿命

と平均寿命との差が短いとの結果を得てい

ます。 

本州（埼玉県）をフィールドとする実態

調査と北海道の条件の相違はあるとはいえ、

農業を基幹産業とする当地としては大変注

目されます。 

そこで、次の２点についてお示しいただ

きたいと思います。 

３Ｋなど、労働環境の悪さが流布されて

いる中で、農業者の健康、寿命に関する調

査は、大変貴重なものだと考えております。

美幌町として、同種の調査結果があればお

示しください。 

また、未調査であれば、全町調査を行う

考えはないか伺います。 

２点目は、堀口教授の調査は継続中であ

りますが、明らかになった部分を通して、

市民農園を含めて、農業従事が健康長寿と

証明されたことから、大都市圏の労働者や

定年退職労働者などへの移住促進情報とし

て積極活用すべきと考えますがいかがでし

ょうか、伺います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 大江議

員の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。 

初めに、子供医療費助成の拡充について

でありますが、平成２６年１２月に町議会

から政策提言された中学校卒業までの医療

費無料化については、重く受けとめ考えて

きたところであります。 

一方、医療費助成は、恒久的に多額の財

政負担が伴い、後世に負担を強いる課題で

もあることから、導入に際しては慎重に検

討を重ね決断をしなければなりません。 

これまでも、対象年齢の拡大については

検討を重ねており、昨年８月より入院の対

象年齢を小学校卒業から中学校卒業に拡大

し、医療費助成額の推移を見守ってきたと

ころであります。 

こうした中、本年３月の定例会で答弁し

た医療費助成額について、平成２８年度数

値に改めて置きかえた結果、通院助成枠を

小学生に拡大した場合は約１,５００万円、

さらに、中学生まで拡大を図った場合には

約２,２００万円と試算したところでありま

す。なお、子供の数やその時々の流行性疾

病などから、一概に医療費助成額の増減を

評価することはできませんが、少なくとも

出生数が減り続けている事実に変わりはあ

りません。 

このため、引き続き手綱を引き締め、総

合的な少子化対策に取り組んでいく必要が

あると認識しているところであります。 

以上のことを踏まえ、御質問の新年度に

おける子供の医療費無料（助成）拡大の予

定については、通院に係る医療費の対象年

齢を現行の就学前から中学校卒業まで大幅

に拡大することとし、平成３０年度の実施

に向けて取り進めていく考えであります。 

いずれにいたしましても、市町村の財政

力格差が医療費格差につながってはならな

いことから、子供の医療費助成に関しては

国の責任において早期に制度化されるよう、

さらに、市町村間の連携強化を図りながら、

あらゆる機会を捉えて国や道に対して要望

してまいります。 

次に、国民健康保険税徴収の執行停止に

ついてでありますが、美幌町における生活
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困窮世帯に対する国民健康保険税の滞納処

分の執行停止につきましては、国税徴収法

第１５３条及び地方税法第１５条の７を根

拠に、現在は生活保護世帯について、基本

的には滞納処分の執行によってその生活を

著しく窮迫させる恐れがあるものと判断し、

個別の納付相談を行い、必要な説明も行っ

た上で滞納処分の執行停止を決定していま

す。 

滞納処分の執行停止の状況でありますが、

生活保護世帯の国民健康保険税の過去３カ

年における滞納処分の執行停止件数につき

ましては、平成２６年度４件、平成２７年

度１件、平成２８年度４件となっています。

なお、本年度についても、７件について本

年度末に執行停止を行う予定として、現在

手続の準備を行っているところであります。 

今後におきましても、個別の納付相談を

行いながら、生活状況を十分に把握の上判

断してまいりますので、御理解のほどよろ

しくお願いをいたしたいと思います。 

次に御質問の、農業者の健康状況につい

てであります。 

最初にお尋ねの農業者の健康、寿命に関

する調査結果があればお示しくださいにつ

いてでありますが、本町では、農業者に限

った健康、寿命についての調査は実施して

おりません。 

次に、全町調査を行う考えはないかにつ

いてでありますが、本町では現在、平成３

０年度からの第Ⅲ期健康増進計画を策定中

であり、昨年１０月に策定のためのアンケ

ート調査を実施しました。その内容は、調

査対象者を乳幼児期から学齢期、成人期及

び高齢期とし、２,３４２人に配布し１,０

６６人から回答を得たところであります。 

アンケート内容は、栄養・食生活や運動、

休養・こころの健康など６項目について調

査したところであり、改めて全町調査を行

う予定はありません。 

本町の平均寿命及び健康寿命については、

平成２５年３月策定の北海道健康増進計画

の資料で公表しておりますが、平成２４年

度厚生労働科学研究費補助による健康寿命

における将来予想と、生活習慣病対策の費

用対効果に関する研究班による健康寿命の

算定方法の指針に基づく算定により、平成

２２年の数値で、平均寿命は男性８０.３５

歳、女性８６.２７歳であり、健康寿命は男

性７８.８７歳、女性８３.２６歳となって

おります。 

健康寿命の延伸を目指し、農業者に限ら

ず、全町民が長生きを楽しむことができる

よう、第Ⅲ期健康増進計画を策定し、健康

づくりを推進したいと思いますので、御理

解のほどよろしくお願いをいたしたいと思

います。 

続きまして、２点目の大都市圏の労働者

や定年退職労働者への移住促進情報として

の積極活用についてですが、移住者あるい

は２地域居住希望者との相談の中において、

多数の方が家庭菜園を含む農業関連に興味

を持っているのが実態であります。 

農業従事が健康長寿であるとの認識につ

きましては、それぞれの農業形態や就業日

数等により差異が生じてくるものと思われ

ますが、農業者と非農業者における違いの

要因が明らかになった点については、研究

価値が高いものと思われていることから、

そのデータ等の調査、研究を実施してまい

りたいと考えております。 

その結果、一般的に農業者と非農業者と

の健康寿命の違いが、本町の農業や市民農

園などにおいても該当する場合は、積極的

な活用を図ってまいりたいと思いますので、

御理解のほどよろしくお願いをいたしたい

と思います。 

以上、答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 再質問を順次行っ

てまいります。 

子供の医療費助成の拡充について、答弁
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の中で新年度から入院に続いて、通院も中

学校卒業まで助成を拡大するという方向性

が示されました。このことについては、大

変貴重な前進だと受けとめております。 

一方で、現在の制度は無料ではありませ

ん。助成制度ということでありまして、

５％の本人負担を伴っているという内容で

ございます。 

３月議会での試算は、中学校卒業まで通

院医療費の助成を行うためには、３,２００

万円必要だということでございました。そ

れで、今回、追加は２,２００万円だという

ことで、その差は若干ありますが、助成額

が予定よりも少なくなるということについ

ては歓迎であります。 

そこで、お伺いいたしますが、試算の過

程で、今回中学校卒業まで通院の助成を拡

大した場合、２,２００万円だということで

すが、自己負担なしで中学校卒業まで完全

無料化に要する町の負担は、検討過程の中

でどの程度の金額になったのか、お示しを

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（髙崎利明君） ただいまの完

全無料化に対する試算の御質問でございま

すが、乳幼児医療に関する部分で中学校卒

業までにつきましては、今現行制度で２,２

００万円と御答弁したところでございます

が、この部分、個人負担の０.５割分を無償

化にした場合は、約８００万円と試算して

おります。 

ただ、乳幼児医療だけ完全無料化にする

という形には、ほかに同位である、ひとり

親医療と重度医療の医療費助成があります

ので、乳幼児を完全無料化した場合には、

そちらも同じ対応をしなくてはいけないと

いうことで、そちらの分を含めますと、現

行制度の２,２００万円以外に、１,５７０

万円の負担が、完全無料化の部分に対して

必要だというように試算しております。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 子供の医療費無料

化に要する費用という点で、平成２８年度

の決算では、町の負担額は１,４３４万１,

０００円余りということで、資料が示され

ております。これに対して、追加２,２００

万円とプラス１,５７０万円ということで見

ていけば、大体全容は把握できるというこ

とでよろしいのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（髙崎利明君） ただいま大江

議員がおっしゃったとおりでございます。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） そうしますと、美

幌町の総体の予算は、中学校卒業まで完全

無料化が行われれば、５,１００万円程度の

予算を伴うということだと思います。 

そこでお伺いします。美幌町は、これま

で数次にわたって、乳幼児医療費の助成を

行ってまいりました。最も町の負担額が多

い年度というのは、一体どれぐらい町とし

て乳幼児医療費の助成を行っていたのか、

数字でお示しいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（髙崎利明君） ただいまの部

分ですが、乳幼児医療費の助成制度で、過

去に一番負担が大きかった年度はというこ

とだと思いますけれども、今こちらにある

資料の部分につきましては、平成１１年度

におきまして、医療費助成総体としまして

６,５２１万９,８０４円という決算額があ

ります。 

これに対しまして、収入、道の補助金が

ありますので、そういうものを引きますと、

実際の町の一般財源といたしましては、町

負担としては４,８６２万６,８４８円が過

去における負担額の一番大きい年というよ

うに捉えております。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） この金額は、先ほ

ど２,２００万円に８００万円ほど追加にな
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りますよということで、追加３,０００万

円、プラス現在１,４３４万円程度というこ

とに対応する数字だと思います。 

その他の制度にも波及するので、５,１０

０万円ぐらいに膨れますというのとは違い

ますよね。美幌町乳幼児医療費助成事業の

推移という中で出てきている数字なので、

多分そうだと思います。 

そうなりますと、平成１１年度に４,８６

２万６,０００円程度町が負担していたとい

う金額と、完全無料化に要する費用という

のは、ほぼ拮抗すると、あるいはそれ以下

かもしれないというように思われます。 

今回は前進したので異を唱えているので

はなくて、もう少し努力をすれば、完全無

料化も視野に入ってきたのではないかとい

う思いで質問をしているわけです。 

そこで、その部分の確認とあわせて、実

は、厚労省の担当に最近の乳幼児医療費無

料、あるいは助成の実施状況がないかとい

うことでお聞きいたしましたが、残念なが

ら昨年は１１月１８日に速報値が出された

のですけれども、ことしは現在調査中とい

うことで、一番新しいのは、ことし４月１

日現在の確定値しか示されていないので、

ほとんど速報値と変わりがない状況です。 

そこで御紹介しますが、市区町村におけ

る実施状況は、所得制限、一部自己負担の

部分だけ御紹介しますが、所得制限を設け

ていないというのは８２.３％、一部自己負

担、美幌町は５％の自己負担がありますが、

自己負担なしが６１.５％ということで、体

制は自己負担がないという方向に急速に変

化しているという状況であります。 

大きく前進したのは評価いたしますが、

そろそろ全国水準に向けて、さらにもう一

歩努力されたいと。しかもその水準は、決

して過去の美幌町の施策との中で見ても、

特別に多額ではないのではないかと思うの

ですが、町長、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） ０．５割を自己負

担としておりますので、これについては先

ほど民生部長が答弁したように、約８００

万円、もう少し詳しく言うと７８５万９,０

００円というような負担になってきます。

それに加えて、重度心身障害児の方、ひと

り親の方も含めると、さらに金額はかさむ

ということであります。 

一方、交付税含めて最近の状況を見ます

と、非常にトップランナー方式の採用２年

目であるとか、そういった意味で大変厳し

くなってきているというのが現状だと思い

ますし、また、美幌町で納税者の方の所得

割件数も減ってきているという状況の中、

やはり相当重い決断だったし、これから０.

５割までやるということになると、相当重

い金額を背負うというようなことになると

思いますので、いずれにしましても、これ

は前から言っているように、国の責任にお

いて、しっかりとやってほしいというよう

なことを、機会を捉えてこれからも力強く

訴えてまいりたいと思っておりますので、

御理解のほどよろしくお願いをいたしたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 状況は、税収など

も含めて変わってきているという状況を踏

まえて、一定の理解はしたいというように

思います。 

これで最後にしたいと思うのですが、国

に対して、ぜひ子育て支援という角度から、

子供の医療費助成の抜本的な拡充を求めて

いただきたいと思うのですが、あわせて、

現在道の補助制度の上で展開されているの

も事実です。 

それで、いただきました資料の中で、先

ほど平成１１年度という数字が出ましたが、

もっと高い年度も実はあるのですが、１１

年度をベースにして、道費がどうなってい

るかと見ますと、対象の子供の数が７２％

に減っていると、３割ほど減っているので

すが、道の補助額は５８％弱ということで、
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さらに減っているということです。 

町は思い切って今回予算をふやすという

状況でありますので、ぜひ現在の道の補助

のレベルを、あわせて道に対して抜本的に

引き上げろということをぜひ迫っていただ

きたいと。限られた時間ですので、このこ

とだけ申し上げたいと思うのですが、この

部分だけ、町長いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 国にももちろん、

道も平成１１年度で１,６００万円、平成２

８年度で９４３万２,０００円ということ

で、大幅な減少率ということになっており

ます。道に対してなかなか物を言うという

のは、今の現状をわかっているだけに厳し

い状況でありますけれども、引き続き、こ

ちらも厳しいということで、親が厳しい、

子も厳しいということで、子が厳しいのに

親は何を見捨てるのかというようなことも

含めて訴えてまいりたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 町民にとっては、

道政というのはほとんど予算を意識しない

のですが、道民１人当たりと町民１人当た

りということで、１人当たりで見ますと、

町の一般会計と道の一般会計予算は、ほと

んど同額です。その中で、子育て支援に対

して本気で取り組めというのは、決して無

理な話ではないというように思いますので、

国とあわせて、道に対して、町の負担を実

質的に減らしていくという意味も含めて、

ぜひ御努力いただきたいと思っております。

そのことを申し上げて、次に進みます。 

国民健康保険税の執行停止にかかわっ

て、御答弁をいただきました。 

今回の答弁は、現に生活保護受給中の方

の国保税滞納処分の執行停止の数字が示さ

れたところでございます。 

現在、生活保護受給者は、年度初めで２

４８世帯と伺っておりますが、この中で、

国保税滞納世帯数は幾らあるのでしょうか。

伺います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 生活保護世帯

の中の国保税の滞納世帯数が、平成２８年

度末で１６世帯、２９年度末の予定では１

７世帯という形になっております。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 今回の町の答弁は、

生活保護受給中の方に限定された数字であ

ります。 

そこで、私は、ことし３月３日の参議院

予算委員会、同じく６月８日の参議院厚生

労働委員会で注目される質疑が行われまし

て、その中で、これは生活保護世帯だから

減免するということではない御答弁が示さ

れております。 

時間が全然ないので紹介し切れないので

すが、要は、担当の局長から示された見解

は、国税徴収法施行令３４項において、一

月ごとに計算すると納税者本人につき１０

万円、生計を一にする親族があるときは、

これらの者１人につき４万５,０００円を加

算すると。例えば、２人の場合は１４万５,

０００円ということで、それ以下の暮らし

であれば生活困窮世帯であって、このレベ

ルを割り込むような世帯に対して、国税も

含めて徴収しないという基準が示された上

で、国保税徴収に際してこの金額、あるい

は考え方などについて、市町村に対して徹

底するという中身となっているわけです。 

これに対しては、６月８日の塩崎厚労大

臣も、実際に保険料を徴収するとき、この

ときには定職の方の生活に影響が及ばない

ように、生活困窮の場合の滞納処分の停止

の制度を適切に活用することが重要である

と考えており、低所得の方々に配慮したき

め細かな対応を行うよう、市町村にも徹底

してまいりたいと、このように答弁をして

おりまして、国会での答弁にとどまってい

ないというように思います。 

そこで、美幌町として、税の徴収に対し
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て何を基準にして徴収しているかという要

綱があるというように思いますが、私の理

解では、生活が困窮なことを理由にして減

免するということには、これまでの要綱で

はなっていないのではないかと思いますが、

いかがでしょうか。 

町税条例の１５７条の１項は、災害その

他特別の事情が発生したときには減免がで

きるということで、恒常的な生活困窮者に

対しては、対応されていないというように

思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今、大江議員

おっしゃるとおり、条例の第１５７条第１

項の規定でいけば、これは国保税の規定で

ございますけれども、第１項の中では、天

災その他特別の事情がある場合において減

免を必要とすることを認めた者ということ

でございます。 

もう一つ、１５７条の第１項第３の中に、

その他特別な事情がある場合という規定が

ございますので、この中で生活困窮者等に

ついては、いろいろな形での納税相談の中

で考えていくというような形になっている

と思います。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 私は、委員会の会

議録を詳細に見ました。あわせて、市町村

に対して指導する場合は、国が直接乗り出

すわけでもないだろうということで、北海

道庁に経過をお聞きいたしましたら、資料

をいただくことができました。 

それによりますと、ことし８月の段階で、

担当者会議が行われているのかと思うので

すが、８月４日、国民健康保険制度改革の

施行に向けて、その中の第３部の１０５ペ

ージに、国保険料（税）の滞納処分にかか

わる留意事項というのがあって、ここでや

ったのだというように思うのですが、美幌

町にも、この国の見解、それから最低限度

の金額や考え方などについては伝わってい

るはずだと思います。 

事前にいただきました美幌町税減免取扱

要綱の中では、まだ内容の変更が行われて

いないというように思うのですが、この会

議で日付は正確だろうと思うのですが、い

ずれにしても道を通じて国の見解が示され

て、それに基づいて条例は市町村が判断す

るのでということにはもちろんなっていま

すが、この考え方については、生活困窮者

に対する配慮を初めて示した金額というこ

とになっているので、町としても尊重すべ

きだと思っております。 

この会議、あるいはこの水準、金額など

については、伝わっていると思うのですが、

取り扱い上はどのようにされているのでし

ょうか。あるいは、される予定なのでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 大変申しわけ

ないのですけれども、私は１０万円、４万

５,０００円の金額について、把握はしてお

りませんけれども、もしそういうことで北

海道のほうも含めて一定の基準を出されて

いるということであれば、そういうことを

考慮しながら、要綱の改正が必要であれば

改正をすることになろうかと考えておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） ぜひ憲法２５条を

ベースにして、さまざまなセーフティーネ

ットが張られている中の一つだと思います

ので、これは積極的に対応していただけれ

ばと思います。 

それで、先ほど第１回の御答弁の中で、

執行停止は生活保護世帯に限って行われて

いるということを承知いたしました。 

そこで、今年度の初め、２４８世帯の生

活保護世帯でありますが、実は生活保護世

帯だからではなくて、その水準が生活費を

下回らないというのが国税徴収法施行令の

基本の考え方なので、現に生活保護を受け
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ていなくても、そのネットは適用されるべ

き水準だと思います。 

そこで、調べてみましたら、日本の生活

保護の捕捉率、対象となる人たちを分母に

した場合に、どれぐらいの人たちが生活保

護を受けているかというのを、これは日本

弁護士連合会が出している数字で、日本の

場合は１５.３％から１８％程度ということ

で、５分の１よりも下回る生活保護の利用

率というのか、生活保護で救われていると。

ちなみに、フランスでは９１.６％だとか、

イギリスでは９０％だとか、ヨーロッパ諸

国では捕捉率は非常に高いのですが、日本

はまだまだ生活保護世帯だからどうするだ

けではなくて、その周りに大変多くの同様

の低い生活費の方々がいらっしゃるという

ことで、私は２４８世帯の、例えば５倍と

いたしましても、１,０００世帯を上回る同

じような方々がいらっしゃるというように

思っております。 

そこで、現実の対応としまして、生活保

護世帯以外のレベルの方々で、国保税の執

行停止をされている例というのは、現実に

はあるのでしょうか。 

生活保護世帯であるかどうかということ

で見ているのか、あるいは、担当保険局長

が示されました――これは差し押さえ基準

とも合致するのですけれども、納税者本人

１０万円、家族１人につき４万５,０００円

を追加するというような、この金額で線引

きをして、それ以下の方については執行停

止を行っているのかどうか。これもあわせ

て聞かせてください。 

○議長（大原 昇君） 税務主幹。 

○税務主幹（関 弘法君） ただいまの御

質問でありますが、納付相談を基本としま

して、あらゆる状況を把握した中で、生活

保護世帯以外の生活困窮者と認められるも

のにつきましても、執行停止を行っている

ところであります。 

なお、平成２６年度につきましては１４

件、そのうち生活保護が４件、２７年度に

つきましては４３件、うち生活保護が１件、

２８年度につきましては３３件、うち生活

保護が４件、そういったこととなっており

まして、執行停止を行っております。以上

です。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 納税相談なので、

その中で示されると思うのですが、町は減

免をしようとする場合には、本人の申請が

原則になっているのですが、全て本人から

の申請を求めているということでよろしい

のでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 税務主幹。 

○税務主幹（関 弘法君） 納付相談の中

におきまして、それぞれ生活状況をお互い

に確認しながら行っております。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 減免につきま

しては申請行為でございますので、基本、

本人からの申請に基づく減免という形にな

ります。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 町民はこの基準が

示されていませんので、申請のしようがな

いというのが実態だと思います。 

時間の関係上はしょりますが、実は決算

審査の過程で、毎年国民健康保険税の所得

階層別滞納状況を議会としてはいただいて

おります。 

ここで所得ゼロ、所得がありませんとい

う世帯は、平成２７年に１,０００件を超え

ましたが、最近では９８０件から９７０件

くらいの世帯数で、約１,０００世帯近い

方々が、所得がないけれども国保税の課税

対象になっています。ちなみに平成２８年

度では、９８７世帯で、滞納が６３世帯と

いう状況になっていまして、所得がなくて

も課税される、大変厳しいという状況が見

てとれます。 

国会の委員会のやりとりを見てみますと、
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課税世帯であっても、実は１０万円と家族

１人ふえれば４万５,０００円の基準を下回

るという世帯があるのだと。こういう部分

についても対象となるというようなことで、

そういうように見ていきますと、例えば平

成２８年度決算で、無所得が９８７世帯、

課税所得３３万円以下２７３世帯、４０万

円以下５７世帯ということで、若干の課税

世帯の所得の部分も含めて、結構対象は広

がっている可能性を持っています。 

そこでお伺いいたしますが、国民はその

ことを知らされていないのです。どうなれ

ば自分の暮らしが、国が定めた基準と比べ

て自分はそれよりも下なのか上なのかが示

されないと、申請のしようがないという状

況になっているので、具体的にわかるモデ

ルを示す必要が町としてもあるのではない

かと思います。 

受け皿としての減免の要綱を変えるだけ

ではなくて、その適用を受けるには、例え

ば年金なら幾らの水準ですよと、あるいは、

仕事をしていれば幾らですよというような

ことで、一定のモデルを示していく必要が

あると思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 基本的には、

先ほど税務主幹がお答えしたとおり、生活

の困窮度合いを確認しながらということで

取り扱わせていただいておりますけれども、

その所得ゼロが生活困窮者に全て該当する

かどうかという問題もあろうかと思います。

そういった意味からいけば、納付相談等々

を踏まえて、納税通知書発布のときには、

困るような場合については相談に来てくだ

さい、あるいは電話をくださいということ

も通知を差し上げておりますけれども、そ

れぞれ個々に応じた中での対応ということ

になろうかと思いますので、なかなか一定

のモデルというのは難しいというように思

っております。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 活用できる財産が

あれば、当然それは活用していただきたい

という指導が入るのは承知をしています。

ただ、合わせて、現実に生活に困窮してい

るけれども、自分が社会的なレベルの本当

に著しく生活が困窮している世帯という、

このレベルを認識していかないと、どの時

代でもそうですけれども、いや仕方がない

ということで、美幌町も今、税とか使用料

などの徴収で、一生懸命頑張っておられる

ので、基準が示されないとお互いに誤解が

生まれてくる可能性を持っています。一生

懸命なだけに、現場でトラブルが起こらな

いようにするというのは、町の執行部とし

ての基本的な姿勢なのだろうというように

思っております。 

この部分は最後にしたいと思うのですが、

先ほどの参議院の委員会のやりとりと答弁

の中身は、町にも伝わってきていると思い

ますが、国保実務というものの中にも結構

きちんと示されているので、ぜひ美幌町に

おける憲法２５条ベースにおいて、どう適

正な徴税業務を行うかということで、大い

に工夫もしていただきたいし、研究もして

いただいて、必要な要綱等の改正はぜひ早

急に行っていただきたいと思うのですが、

最後の質問にいたします。町長から御答弁

をいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 国会の委員会の中

でいろいろとお話がされたということも踏

まえて、改善できるものについてはすぐ改

善をしていきたいと思っておりますけれど

も、今回の問題は、生活保護というセーフ

ティーネットと、それと同類のような同等

の所得しかない方についてどう扱っていく

かという問題だと思いますので、いずれに

しましても、これは世界に冠たる国保制度

と言われておりますので、これをしっかり

守りながら、そういった低所得者の方につ

いてはそういう制度も踏まえて、しっかり

と納税相談等当たっていきたいと思ってお
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りますので、御理解のほどよろしくお願い

をいたしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 持ち時間はあと５

分ということで、農業者の健康状況という

か、農業者は長寿で健康という大変貴重な

データが示されました。 

それで、調査をされた堀内教授にお尋ね

をいたしましたら、実は農林金融のことし

の９月号に載せているから、これで調べて

くれということで、手法も含めて４ページ

か５ページ載っていました。これは農協か

ら借りてきたのですが、参考になります。 

今まで農業者というと、どうも汚いとか

きついとかということで、印象がよくなか

ったのですけれども、農業者がゆえに健康

で長寿だということが一般の統計でされた

研究者はいるようですけれども、フィール

ドなどでやった例というのは、多分初めて

のようです。そして、大変貴重なデータに

なっています。７５歳以上の後期高齢者の

医療費を削減する上でも大変貴重だという

ことで、まだ調査は完了していなくて、１

１月に農家の聞き取り調査もされたり、来

年３月までには追加のレポートも出せるの

ではないかというようなことです。 

ただ、研究例が非常に少ないということ

もあって、今後の課題として、他の自治体

でも同様なことが見られるかどうか、特に

やりとりの中では、本州と北海道の経営規

模の違いなどもあるので、一概に参考にで

きるかどうかはわからないところがあると

いうことで、全くそのとおりだというよう

に思います。 

実は、本庄市での調査は十分生きている

と思いますので、３０年度に向けての計画

には当然間に合わないのは十分わかります

が、では北海道の美幌町としてはどうだと

いうことを検証してみる価値は、多分にあ

るのではないかというように思います。 

あわせて、後期高齢者医療は北海道が広

域連合で担当していますので、この調査も

県の広域連合に分析を依頼しています。特

定の名前を通知して、この人は農業者なの

だと、農業者以外の人と比較してくれとい

うことで出されたのが１１月３日のデータ

であり、この報告書になっています。 

美幌町でも台帳に基づいて、例えば７５

歳以上の現職農業者のリストをもらって、

健康と長寿について調べるということは可

能だというように思いますが、そういう意

味で、まちおこしの大変大事なデータにな

る可能性を持っておりますので、あるいは

頑張ってこられた農業者に対して、そうい

う面での評価も大事なことだというように

思うのですが、やりとりができる時間的ゆ

とりはありませんが、町長いかがでしょう

か。大変貴重な、美幌町のまちおこしとし

ても、農業を基幹産業としているがゆえに

このデータをつかむ必要があるということ

で、道への依頼も含めて検討していただく

ことは可能でしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） １回目の答弁でも

述べさせていただきましたけれども、違い

の要因が明らかになった点については、研

究価値が高いものと思われるということか

ら、データ等の調査、研究を実施してまい

りたいということでありますけれども、今、

調査まで手を挙げたらどうだというお話で

ありましたが、これについては、担当とよ

く協議をして前向きに考えてみたいと、そ

のように思っております。以上でございま

す。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 文字どおり、前向

きにぜひ御検討をいただきたいということ

を申し上げて質問を終わります。 

○議長（大原 昇君） これで、２番大江

道男さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は１３時２５分といたします。 
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午後 ０時１０分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時２５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

５番稲垣淳一さん。 

○５番（稲垣淳一君） 〔登壇〕 それで

は、通告に従いまして２項目２点の質問を

させていただきます。 

まず、商店街活性化策についてお尋ねい

たします。 

商店街活性化策における今後の対応につ

いてであります。 

町内における消費拡大には、各店創意工

夫を凝らし、購買力の拡大を図り、また流

出に歯どめをかけようと日々努力されてい

ます。さらに、これらの背中を押すべく、

美幌町連合商店会、美幌商工会議所、協同

組合スマッピーカードびほろでの販売促進

事業は、町民の御理解と協力のもと一定の

成果を上げています。 

本年度は連合商店会においても、新たに

青年部を立ち上げ、若い担い手による商店

街の新たな可能性を模索するという年にも

なりました。 

また、地元消費拡大に向け、１０月に実

施されました連合商店会主催の山本穣二歌

謡ショーにおいては、昼夜２回公演でチケ

ット交換が９６０枚という実績をおさめ、

大変好評を博しました。 

さらには、第３回得する街のゼミナール

を開催し、２０件の参加店のもと、延べ人

数約１５０名が来店されました。きれい、

健康、つくる、まなぶ、たべるをキーワー

ドに、商店主みずからが講師になり、お客

様と顔の見えるおつき合いを深めています。 

また、美幌町起業家支援事業により、多

種多様な業種が参入して町を盛り上げてい

ます。既存店のさらなる奮起が期待される

ところであります。 

しかしながら、まだまだ支援策が十分と

は言えない状況であると思います。美幌町

の商店主たちの抱える問題を町長はどのよ

うに捉え、解決への支援を考えているのか。

今後さらなる商業活性化策について、町長

の考えをお示しください。 

二つ目、寄附金について。 

寄附金申し込みに対する使途及び返戻品

についてであります。 

２００８年、ふるさと納税が始まりまし

た。これは正確に言えば、寄附であり、２,

０００円の自己負担額を除き、確定申告す

ることで所得税や住民税が減額されます。

地場の産品などの豪華な返礼品を期待して

納税する人はもちろん、返礼品はなくとも

災害復旧の資金として寄附する人など、そ

の対象も、仕組みも、使われ方も、大きな

広がりを持つようになってきました。 

現在、この制度を活用している自治体は

１,７００を超えていると言われます。この

制度に対しては、先行き不透明感がありま

すし、昨今の返礼品の割合見直しや、過当

競争が見受けられ、当初の思いどおりには

いかない現状であります。魅力的な返礼品

の開発、確保に向け、当町も努力している

ところです。 

最近は返礼品だけでなく、環境保護など

使い道を明示したふるさと納税も盛んにな

ってきています。森林や観光資源の維持を

初め、商店街の活性化や障がい者支援など

の活動を充実させることができるようにな

りました。 

当町におけるふるさと寄附金は、平成２

１年に２６件、５０８万６,０００円から始

まりました。平成２７年の３,２１１件、

８,１６３万３,０００円をピークに、件数、

寄附金が残念ながら減少しています。 

その要因についてどのような分析をして

いるのか、また、その使途はどの分野に、

どれくらい投入されたのかお示しください。

また、今後の対応策についてお考えをお示

しください。以上です。 

○議長（大原 昇君） 町長。 
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○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 稲垣議

員の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。 

初めに、商店街活性化策について。 

商店街活性化策における今後の対応につ

いてでありますが、本町の商業につきまし

ては、町外への購買客の流出や、町内にお

ける大型店舗の進出などにより、既存商店

の経営環境は厳しい状況であると認識して

いるところであります。 

このことから、町としましては、中小企

業相談所への運営費補助や中小企業融資利

子等補給に加え、商店街ににぎわいを取り

戻すために、空き店舗活用事業、店舗リフ

ォーム促進支援事業、起業家支援事業を進

めるとともに、消費拡大を目的としてプレ

ミアム商品券発行事業や商店街イベント事

業などさまざまな支援を行ってきたところ

であります。 

また、今年度につきましては、北１商店

街のコミュニティースペースの設置に対す

る支援や、今後、商店街を担っていかれる

若者を対象に、先進地への視察や先進地か

ら講師を招いてのセミナーの開催など、商

工会議所や連合商店会などとの意見交換を

密に行い、新たな支援策を進めているとこ

ろであります。 

今後につきましても、既存事業の継続は

もとより、効果が見込まれる新たな取り組

みや、自発的な提案に対して積極的な支援

を行い、商店街の活性化を図ってまいりた

いと考えております。 

次に、寄附金について。 

寄附金申し込みに対する使途及び返礼品

についてでありますが、本町におけるふる

さと寄附金につきましては、平成２７年度

に導入しましたインターネットサイトやク

レジット決済により、寄附金及び件数とも

に飛躍的に伸びたところであります。 

しかしながら、平成２８年度は、金額ベ

ースで対前年度比、約４７.４％と大きく減

少し、今年度におきましても対前年度比で

大きく減少している状況にあります。 

一つ目の減少の要因についてであります

が、全国的なふるさと納税ブームの中、人

気の高い返礼品や知名度の高い返礼品、ま

た、還元率の高い返礼品を用意する自治体

の増加など、いわゆる返礼品競争の激化に

よるものが主な要因と分析しているところ

であります。 

御質問の二つ目、使途の分野と金額につ

いてでありますが、いただいたふるさと寄

附金につきましては、ふるさとづくり基金

に積み立てた後、基金条例に基づいた四つ

の事業に充当しているところであります。 

今年度を含めた３年間の充当額について

ですが、地域振興事業に約５,６４０万円、

国内外研修交流事業に約５３０万円、まち

づくり活動奨励事業に約４３０万円、スポ

ーツ振興事業に約１２０万円となっており

ます。 

また、今後の対応策についてであります

が、ふるさと納税を活用した地域活性化の

充実を図る上からも、寄附者に賛同してい

ただけるよう、特に必要な事業の重点化に

ついて事業選定を行うこととしております。

さらに、寄附経験者に対するダイレクトメ

ールの送付などのリピーター確保対策や、

魅力ある返礼品の掘り起こしによる新規寄

附者の開拓など、ふるさと納税の増加に向

けた対策の推進を図ってまいりたいと考え

ておりますので、御理解のほどよろしくお

願いをいたしたいと思います。 

以上、御答弁をさせていただきました。

どうかよろしくお願いをいたしたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） それではまず、商

店街活性化策についてから再質問させてい

ただきます。 

この質問を通告した後にわかったことで

すので間に合わなかったのですけれども、

昨日、連合商店会の青年部といいますか、
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青年会がことし立ち上がりましたけれども、

そこが経済部の支援も得たいということだ

と思うのですが、青年の主張というフォー

ラムをことしの５月に開催しました。 

ことしの５月に先進地視察ということで、

東京板橋区にありますハッピーロード大山

という商店街に行ってきたということであ

ります。東京の商店街なので、もちろん比

べるべくもありませんけれども、５４０メ

ートルにも及ぶアーケード街、そして１日

のアーケードを行き来するお客さんの数が

３万４,０００人と言っていました。美幌町

民全員が往復しても一日では足りないぐら

いの数が入りますけれども、そういうとこ

ろを、一応先進地視察ということで、規模

はもちろん違うのですが、そういういろい

ろな取り組む手法だとか、その取り組む姿

勢みたいなものを勉強に行ったというよう

にうかがっております。 

そこの商店街の代表の方を２名お招きし

て、お二方とも３０代だったと思いますが、

その取り組む内容をスライドで見せていた

だいたという流れがありました。そしてま

た、その後、美幌町には四つの商店街がご

ざいますけれども、北１丁目商店街、いき

いき商店街、中央商店街、そして新町のゆ

うゆう商店街の各商店街代表者がパネラー

になりまして、代表といってもその青年会

の代表ですから、皆さん２０代から４０代

ぐらいという若さなのですが、その方々が

前に出まして、その大山商店街の方たちと

ともにいろいろな美幌町の抱える問題、課

題を議論し合ったと。そしてまた、我々も

そこに参加していろいろと意見を申し述べ

るという会が、２時間弱、経済センターで

行われました。 

まず、一番最初に思ったのは、こういう

フォーラム、商店街にフォーカスを当てて

行うフォーラムというのは、余り私も経験

がないものですから、私は美幌に３０数年

前に戻ってきましたけれども、いろいろな

イベント等々での会議は頻繁にあるのです

が、改めて、全町的な流れの中で商店街を

考えるという視点で会議を実施してくれた

ことに対しては、非常にありがたいと思っ

ております。 

まだまだ美幌町は捨てたものではないな

と、まだまだこれから若者にいろいろな意

味で夢を託して、未来を託して頑張ってい

けるなと、そのような思いを強くした２時

間でありました。 

御答弁にありますように、今後商店街を

担っていかれる若者を対象に先進地への視

察や先進地から講師を招いてセミナーの開

催というところが、きっとこれに当たるの

だろうというように理解していますが、ま

ず最初に、この企画は、もちろん経済部で

いろいろと支援策を出してもらっていると

思うのですが、いつ、どんな経緯で決まっ

たのでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（大原 昇君） 商工主幹。 

○商工主幹（後藤秀人君） ただいまの御

質問でございますが、平成２９年度の予算

要望の中で、商工会議所、連合商店会の２

者と、町の３者で、これから後継者もそれ

なりに地方から美幌に戻ってきているとい

う状況を鑑みまして、こういった若者に視

点を置いた施策が必要だという話し合いの

中で、こういう予算をつけさせていただき

ました。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 大変すばらしい視

点で取り組まれたということで、ありがた

く思っているのですが、やはり問題は、い

ろいろな事業もそうなのですけれども、こ

れが１回こっきりで終わるのかということ

です。また、きちんと精査をして、中身は

非常にあったというように私も実感してい

ます。その参加者の数だとか、そういうこ

とは別にして、周知もなかなか時間のない

中でよくやったなという気はしているので

すが、やはり今回のフォーラムをやったこ

とによって、それぞれの商店街、またはそ
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の商店街を超えて、美幌町全町的な取り組

みの中でもっともっと考える機会を与えて

くれたという、今さらながらと言えばそれ

までなのですが、改めてそういう考えるき

っかけをつくってくれたというように、私

は非常にいい事業だったなと思っています。 

今１２月ということもあるのですが、こ

れからまたこういう支援策、実弾攻撃の補

助金ももちろん大事なのですけれども、こ

ういう背中を押す、支援していくという姿

勢の見える事業というのは、非常に私とし

てはありがたいのですが、今後も続けてい

けるのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 今後の支援で

ございますけれども、支援の中には予算を

伴うもの、そして今回のセミナーのきっか

けになったものは、日ごろの意見交換、そ

ういった意思疎通等がございますので、予

算を伴うものに限らず、日ごろの意思疎通、

こういった形での支援を積極的に行ってま

いりたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） そこで、今、部長

いみじくもおっしゃった意思疎通なのです

が、答弁の中では商工会議所、連合商店会

との意見交換を密に行いとあるのですが、

もちろん商工会議所も連合商店会もそれぞ

れいろいろな商工業者を束ねている団体で

はあるのですが、自分もいろいろな絡みは

ある団体ではあるのですけれども、どうな

のでしょうか。皆さん方が意思疎通をされ

ている相手というのは誰になっているので

しょうか。 

誰というのは、例えば会議所だと担当の

職員だとか専務だとか会頭になるのでしょ

うけれども、また、連合商店会もいろいろ

な会長さんがいらっしゃいますけれども、

やはり現実問題、こういうことに対して考

えを持っているのは、役員さんはもちろん

なのですが、やはり現場で日々暮らしてい

る商店主の人たちだと思うのです。常々い

ろいろと思っているのは。 

そういう方たちのところに、私は私の立

場でもちろん回りますけれども、例えばそ

ういう意思疎通を図るというのでしたら、

商店街を回るだとか、そういうことはされ

ているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 日ごろの商工

会議所との定例的な協議、こちらは従前か

らやっておりますが、最近特徴的なのは、

青年部ができたということもございまして、

よくその商店主さん、青年部の役員さんが

経済部のほうにお越しいただいて、その中

で世間話だとか、そういった中からいろい

ろとお互いの知恵が出てきたりだとか、企

画につながっているということがあると思

っております。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） ですから、もちろ

んそういう話は非常に大事なのですが、毎

月とは言いません。年に１回でも２回でも

いいので、商店街を歩いて回って、そこで

皆さんが見て感じたものを、またぶつけ合

うという作業といいますか、そういうもの

も非常に大事なのだろうと思います。 

やはり現場を歩いていただく、そこでま

た見えてくるものが――もちろん、皆さん

町民の方ですから、いろいろと見てはいる

のでしょうけれども、またそういういろい

ろな見方、感じ方を、またもっと研ぎ澄ま

して町の中を歩いていただいて、もっとも

っとこんなことができるのではないか、も

っともっとこんなことをあなたたちは取り

組むことができるのではないかと、地に足

のついた取り組みをさらにしていただける

よう、また、我々といいますか、商店主も

そういうところにはきちんと目を向けて、

自分のところだけがいいだとか、そのよう

な時代では決してありませんので、商店街
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という大きな社会資本のくくりの中で、私

たちも生活していますので、そういう部分

では同じ目線でといいますか、そういうと

ころでまた新たな発見、発信ができるのか

という思いがありますので、そこは受けと

めていただいて、次につなげていただきた

いと思います。 

そして、次の話になりますが、その中か

ら関連しますけれども、商店街が抱える強

み、弱み、現実、未来像を感じ、共有する

ことで商店街の希望、期待、事業案が生み

出されるというのが、きのうの青年の主張

の中でも取り組みとしてありました。 

司会のほうから２点ほど大きな問題提起

がありましたが、商店会の若者が果たすべ

き役割とはという命題もございました。 

私はやはり、商店主の若い方に期待する

ことは、私の時代と今とは３０数年の乖離

がありますから、同じ目線で、もちろん環

境も違いますので、同じことで語ることは

できないのですが、やはり若者の特権とし

てはある意味無鉄砲さといいますか、後先

考えずに突っ走っれるというような意味も

含んでいると私は思うのです。 

ただ、それを今許しづらい環境にあるの

も事実ではありますが、でもそのような中

だからこそ、勇気を持って前に進んでもら

いたいということで青年部が立ち上がった

のだというように思っていますし、それを

支援するのが我々年配者の思いだろうと理

解しています。 

その中で、今、部長も青年部の方たちと

意思疎通を図ってやっているというお話が

ありましたけれども、例えば今回は実現し

なかったけれども、来年の事業の取り組み

の中で、こういう部分は特にもっともっと

掘り下げてクローズアップしてやりたいと

いうものは何かありますでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 商工主幹。 

○商工主幹（後藤秀人君） 平成３０年度

の予算につきましては、現在、内部で精査

をしているところでございますが、例えば

先進地視察につきましては、今年度は道外

に行っていただいたということで、北海道

内にもあらゆる先進地がありますので、そ

ういったところも見ていく必要があるので

はないかと担当のほうでは考えているとこ

ろでございます。 

さらに、今年度視察に行って感じていた

だいたことを連合商店会の青年会の中で、

皆さんでいろいろと話し合いをしているら

しいので、そういったものを事業化してい

くというような形で考えているところでご

ざいます。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） まだまだ新年度も

こういう応援する施策が続くという理解を

しましたので、商店主とのより緊密な――

多分部長、主幹あたりも青年部の人たちと

同じような年代になろうかと思うので、同

じ目線でといいますか、同じ感覚でお話が

できているのだろうというように思ってお

りますので、ぜひ、１歩でも２歩でも美幌

町の商店街が先に進めるような、明るい未

来があるような、そんなまちづくりの応援

をもっともっとしていただきたいと、強く

強く思う次第であります。 

あと、きのう住宅の空き店舗ということ

で出ておりましたけれども、商店街も残念

ながら高齢化に伴いまして、やむなく店を

畳んで町を離れるという方も多くいらっし

ゃいます。 

何年間かシャッターがおりているのだけ

れども、４年に１度、春にシャッターがあ

いてにぎわうというような光景もあります

が、ただ、商店街としてはそういうものが

決して望ましいとは思っておりません。や

はり毎日シャッターがあいていて、そこで

商店主が朝道路の前を掃除して、そこで商

店主同士が明るく声を交わして一日が始ま

ると。そしてまた、夜になるまで店をあけ

て、お客様といろいろな対話の中でやって

いくというようなことが望ましいと思って
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おります。 

昔からあった光景ではあるのですが、そ

のような中で、こんな町でも、もちろん田

舎でも、ＳＮＳと言いますか、ネット社会

に風が吹いているわけでありますが、その

中で改めて我々商店主が生き残るための一

つの施策として、顔の見える商売とよく言

いますけれども、そういうことでお客様と

の距離をいかに縮めるかなのです。 

あそこに行けば何でもある、でも田舎の

店だとなかなか物がなくて不便だと、だか

らネットでポチッとしてしまうというよう

なことが手軽に行える時代なので、それに

なかなか歯どめはかからないのでしょうけ

れども、やはり商店としては、そんなこと

にも負けずにアナログ商売で私はやってい

くのがいいのかと思っています。 

ことしの１０月に、ここにも書きました

けれども、得する街のゼミナールというの

がありました。この中で行かれた方はいら

っしゃるのでしょうか。部長以下でもいい

ので、誰かこの中で得する街のゼミナール

に行かれた方はいらっしゃいますでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 私は失礼させ

ていただきましたけれども、担当が家族連

れで行っていると伺っております。 

○議長（大原 昇君） 商工主幹。 

○商工主幹（後藤秀人君） おにぎり屋さ

んに行かせていただきました。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） ありがとうござい

ます。そのように、やはりいろいろと皆さ

ん出回って、どういう人がどのような仕事

をしているのかという状況を見ていただき

たいのです。 

その中で、こんなことで喜んでくれてい

る、こんなことが困っているということを

拾い上げていっていただきたいと。もちろ

ん私もそれは仕事ですし、思いもあります

ので、それでこういう場に立っているわけ

ですから、またいろいろな形で発信をさせ

ていただこうと思っていますが、そういう

アナログ商売といいますか、アナログの生

き方ということは、これは一つの評価の中

で、ぜひ認めていただきたいものがありま

す。 

そしてまた、今回の起業家支援の事業の

中で、町外から新しくたくさんの方が美幌

町に移住してきてもらっています。そうい

う意味を、私たち地元の人間もそういう方

たちとの交流を深めていく中で、もっとも

っとこの町に住んでいてよかった、この町

で骨を埋めるのだというような人たちを１

人でも多く見出したいと思いますし、また、

出て行く人たちもその中でいろいろな事情

があって出て行く方もいるかもしれません

けれども、逆にそれは何とか阻止したいと

いうような思いでいるわけです。 

例えば、いろいろな団体に所属していま

すと、高齢化だとか病気を理由にやめてい

く方がいます。今、ある団体では、会員拡

大のためにいろいろな施策を講じるのです

が、乱暴な言い方をすれば、町も移住定住

といいますか、商店主を街中に呼び込む、

または出て行かないようにいろいろな施策

をするということが、きっといろいろな場

面で行われているのだと思います。 

ですから、そういうある会では、とにも

かくにも、我々現在いる人間が、例えばあ

そこの人はもう大分体も弱っているし、何

か店を閉めそうだねということをいち早く、

そこは地元の者としてキャッチして、出て

行かないようにと言ったら言葉はあれです

けれども、いろいろな話をよく聞いて、何

とか町に残ってもらえるような、そういう

話し合いというのは割と商店街の中ではや

っているのです。 

そういう情報もつかんで、何とかまた逆

に、引っ越すけれどもこの空き店舗につい

ては、違う形で何とか生き延ばすことがで

きないのかだとか、そのような話をしなが
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ら、今美幌町は、卸小売屋を合わせて２０

０件ぐらいがあると聞いていますけれども、

そのような中で、何とか減らないように、

ふやすように、そのような努力を続けてい

るところでありますので、改めてそういう

施策に対して何か御提案、御支援はありま

すでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 町のほうは近

年、今、稲垣議員がおっしゃるように、起

業家支援などをやっておりますけれども、

これに加えまして、商工会議所と協議して

いますのは、例えば第二創業だとか、経営

継承、こういったところにも取り組んでい

く必要があるというようなことは協議して

いる状況にあります。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） その辺はやはりい

ろいろなところと情報共有して、水際作戦

といいますか、流出しないようにしたいと

思いますし、また入ってくる分にはもちろ

んいろいろと施策はあるのですけれども、

出ていかないという、出さないという部分

も必要なことなのだろうと、最近いろいろ

と周りを見て思うところがありますので、

そのような情報を共有しながら進めていけ

ればと思っております。 

続きまして、ふるさと寄附金について質

問を変えさせていただきます。 

質問に書いたとおり、税収が上がったり

下がったりしている状況がありますけれど

も、まず、最近の受け入れ額、また、美幌

町からほかの町に納税した方ももちろんい

ると思うのです。 

その流出額について、わかるものがあっ

たらお示しください。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） ただいまの御

質問でございますが、寄附金額の推移でご

ざいます。 

歳入といたしまして、過去３年間ですけ

れども、２６年度１,２８４万７,０００円、

２７年度８,１６３万３,０００円、２８年

度３,８７０万７,０００円となっておりま

す。 

それと、支出というか、美幌町民が寄附

金を出したというか、その金額でございま

すが、これは税務グループの資料でござい

まして、一概に今言う金額の中には、ふる

さと寄附金以外の、例えば社会福祉協議会

に寄附した金額だとか、そういった金額も

入っているということをまず御了承いただ

きたいと思いますが、その金額が、平成２

６年中、税務の場合は暦年でいきますので、

２６年中に２９３万６,０００円、これは町

民税の控除額に置きかえますと４５万６,０

００円が控除されているという部分でござ

います。２７年中に町民の方が寄附した金

額は５５９万１,０００円、そのうち町民税

から控除された金額が２３３万４,０００

円。２８年中に寄附された金額が７９２万

４,０００円、そのうち町民税の控除となっ

た額が３０５万３,０００円でございます。

以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） すいません、算数

が弱いものですから、すぐに足し算、引き

算ができなかったので、事前に聞いておけ

ばよかったです。 

ということで、ある意味、美幌町におい

ては流出と受け入れの数字については、ま

だまだプラスに動いているということは理

解いたしました。どうしても大きな町にな

ればなるほど、流出と受け入れの差額が大

きいというのは容易に想像ができるもので

す。 

ということで、ふるさと納税は美幌町に

とっては、もちろん小室主幹がおっしゃっ

たように、今の数字が丸々流出と受入との

対比ではないというのは理解するのですが、

ざっくり言っても大体プラスになっている

というのは間違いないということでありま
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すので、そういうことを踏まえて、ふるさ

と納税の昨今の落ち込みぐあいが先ほども

２８年度の金額ベースで４７.４％とありま

した。この数字の落ち込みというのは、普

通の会社でいけば死活問題の数字になって

きます。 

ただ、これはどうなのでしょう。もちろ

んおまけの納税では決してなくて、納税さ

れた方の御意志がいっぱい詰まっているも

のであるのは間違いないのですが、答えに

もありましたように、下がった理由につい

ては、その返礼品の競争によるものだとい

うことなのですが、ということは、残念だ

けれども美幌町の返礼品に魅力が足りなか

ったのか、それともそれを上回るものがほ

かにもあったのか、もう少し詳しくいくと、

どういうふうに分析されますか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 今、稲垣議員

からの質問の関係でございますけれども、

ふるさと寄附金を多く受け取っている自治

体を見れば、やはり海産物、それから肉だ

とか、知名度が高いとかブランド化されて

いるといったものを扱っているところが多

いということで、決して美幌町の返礼品が

よくないということよりも、そういった方

向に走っているふるさと寄附金の納税者が

多いという認識をしております。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 新しいパンフレッ

トをいただきましたけれども、本当にすば

らしく、カラーで立派なものであります。

もちろん大概の方はインターネットでごら

んになっているのでしょうけれども、やは

りブランド力のある商品だとか、肉や魚介

類に流れるというのは残念であります。こ

れは一つの事実でありますし、それらに対

していろいろな御判断があるでしょうけれ

ども、先ほど午前中にもふるさと納税の質

問がありましたが、これらの判断について、

来年度中に施策を考えていくというような

話でありました。 

やはりこれだけの落ち込みが昨年あって、

２９年度はどうだったのかと。せんだって

も納入に関する資料を見せてもらいました

けれども、なかなか去年に並ぶことは難し

いだろうという判断もお聞きしたところで

ありますが、どうなのでしょうか。これを

さらに、産業の底上げを図る、または新し

い美幌町のブランドをつくるということで、

そういういろいろな各企業、商社に、美幌

町のさらなる魅力の発掘を行う、産品の開

発というものについては、どのように考え

ているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 本当は、名の

通る特産品というものの開発ができれば、

これはふるさと寄附金の獲得につながって

いくのだろうと考えております。 

それで、午前中の上杉議員の答弁でもさ

せていただいたのですが、一つは返礼品、

そしてもう一つは、目的に応じた寄附金を

いただけるような、町長が答弁申し上げま

したけれども、並立したような考え方を今

後は持っていかなければいけないかという

ように考えております。 

その中で、もう一つ言われております特

産品については、今経済部のほうでも、特

産品開発等々含めて、関係機関と協議をし

ながら、どういった形で特産品開発を進め

ていくか、あるいは認証制度をどう活用し

ていくかということを含めて検討をしてい

ると思いますので、いましばらくお待ちい

ただければ結果が出てくるのではないかと

いう期待をしております。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） そうですね、昨年

これだけの落ち込みをして残念だけれども

まだまだ答えが出ない、それだけ難しい問

題を抱えているというのは理解するのです

が、やはりこれだけ注目されているもので

ありますので、これは手をこまねいている
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というのは非常にもったいないといいます

か、喉から手が出るほどあればありがたい

寄附でございますので、そこはやはりいい

意味で荒波にもまれて、我々もそこに突入

していって、そこで果実を拾ってくるとい

うがむしゃらさが私はほしいと思うのです。 

ふるさとを思う心が届くふるさと寄附金

ということで、これはホームページから拾

いましたけれども、いろいろな目的別寄附

というのがあるのですが、やはり返礼品目

当てというと言葉があれですが、返礼品を

目的に納税される方が多いのかもしれませ

ん。指定なしという項目が非常に多いので

す。 

もしかしたら、この指定なしという項目

が多いことが、改めて目的別な重点項目を

つくって、ふるさと納税に拍車をかけても

らうだとか、そういうことを弱らしている

要因なのかという気がするのですが、いか

がでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） ふるさと寄附

金は平成１９年の協議から始まって、２０

年度に制度化されたものでございますけれ

ども、もともとは自分が学生時代、あるい

は幼少期を過ごしたところに何かの転機の

中で違う都市部に住んでいる場合、自分の

ふるさとでの納税者としてはなれないので、

違う形での納税制度ということでできた制

度でございます。 

ですから、この趣旨を鑑みれば、やはり

美幌町の今後の地域づくりをどうしていく

かということが、ふるさと寄附金の大きな

趣旨、目的であろうと考えていますので、

たまたま今、返礼品のほうに重きがいって

いるということで、これは総務省からも自

粛、それからふるさと納税の趣旨に返った

形での制度のあり方を考えなさいというこ

とで通知も出されておりますので、今、返

礼品に重きを置いているところを無視する

わけにもいかないので、当面は並列しなが

らやっていこうと考えております。 

ただ、いつまでこういった形が制度とし

て続くかということもわかりませんので、

午前中の話にもありました、目的、それか

ら今後の地域づくりについての事業の絞り

込みを行った中での寄附金を集める方策を

検討したいと考えていますし、ふるさと納

税制度というのは、自治体みずからが知恵

と工夫で地域づくりに自主財源として、そ

れぞれ競いながら出てくる結果だと思って

いますので、美幌町も負けることのないよ

うに力を注いでいきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 町長がおっしゃる

併用型というのでしょうか、もちろんそれ

はそれで絶対大事なものですしいいのです

が、やはり私はこの町の産業を盛り上げる、

町をにぎやかにする、町をもっともっと稼

げる町にするという思いでこの場に立って

いるわけで、やはり返礼品の過当競争もも

ちろん否めないのはわかるのですが、先ほ

ども言ったように、その中にあえて飛び込

んでいってほしいと思います。 

いつまで続くかわからないと言いますが、

それはもうどこの自治体も１００も承知で

取り組んでいることだと思うのです。です

から、今これからいろいろな産品の掘り起

こしを考えているところかと思うのですが、

その努力というのは絶対に期待を裏切らな

いでしょうし、もし万が一、ふるさと納税

制度が仮に数年後に終わったとしても、今

ここで生まれた商品は、絶対その後美幌町

を助けるすばらしい宝になると、そういう

気概を持って取り組んでいただきたいと思

っています。 

まだまだ磨けば光る宝がたくさんあると、

そういう町でありますので、そこで一つ、

よくある事例ですけれども、この発信する

商品、返礼品を通して、おもしろいことを

やっているぞこの町は、少しのぞいてみよ

うかと、北海道旅行のどこかタイミングで

寄ってくれるかもしれないし、また、その



 

－ 80 － 

中で美幌でやっている移住定住の促進策に

興味を示してのぞいてみようかと、また新

しいこんなことを開発する町かと、その町

に行ったら私も新しい商売ができるかもし

れないと、このようにいろいろな可能性を

秘めている事業でありますので、ぜひ、単

なるふるさと納税の数字を上げるための商

品というか、商材を探すということではな

くて、いろいろな町の可能性がこの中に込

められているのだという思いで、私は取り

組んでいただきたいと思いますし、我々も

そういう商材を見つけるために努力を続け

ていきたいと思っておりますが、町長いか

がでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 午前中のふるさと

納税についての御質問の中でもお話ししま

したように、やはり一つには差別化しない

とだめだと。ほかとの競合の中で勝ち抜い

ていかないとだめだというのはもちろんな

話であります。 

その中でどうやって勝ち抜いていけるか

というところが――ただ我が町には豚醤だ

とかいろいろな全国レベルの物産があるわ

けですので、これらをどういうふうに組み

立てて、売りに出すかということが極めて

重要だと思いますので、そういったところ

や、あるいは、新たなブランド品というこ

とで、今新たなブランドをつくるためのシ

ステムをつくりましたので、そういったと

ころからどんどん産品があがってくれば、

またこれは楽しみなことでありますし、多

いにそういったことをぜひともやっていた

だきたいという思いでいっぱいであります。 

いずれにしましても、我が町については

いろいろなものがありますので、それらを

利用しながらしっかりとしたものをつくり

上げていくということを考えていきたいと

思っております。 

いずれにしましても差別化だと思います

ので、このことについてはしっかりと見据

えて対応していきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ５番稲垣淳一さ

ん。 

○５番（稲垣淳一君） 差別化という言葉

は、やはり何でもいいとは言いませんけれ

ども、どこか一つ抜きに出るものがあると、

やはりそこを武器にして、次々といろいろ

な展開が開けていくというようなことを常

に思っております。 

ぜひ、町一丸となって、このふるさと納

税で１円でも多く取りに行きたいと思いま

すので、寄附者の期待に応えられるものを

開発して、美幌町を売っていこうと思いま

すので、改めてともに戦っていきましょう

ということで、質問を終わらせていただき

ます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 午前中の質問にお

答えするときにもお話ししましたけれども、

本当にこのふるさと納税については、今多

くのお金が動いています。 

そのうち、我が町にも一時は８,１００万

円ほど納税していただいたということであ

りますので、こういった実績も踏まえなが

ら、しっかりとした取り組みを今後もして

まいりたいと思っておりますので、どうか

その辺、御理解をいただきたいというよう

に思います。 

○議長（大原 昇君） これで、５番稲垣

議員さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は１４時３０分といたします。 

午後 ２時１３分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時３０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） 〔登壇〕 私は、

さきに通告いたしました２点２項目につい

て質問いたします。 

まず１点目、交通安全対策について、高
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齢者のための安全運転教室の取り組みにつ

いてです。 

２点目は、峠の湯について、峠の湯の利

活用について質問いたします。 

１点目、交通安全対策から入ってまいり

ます。 

高齢者のための安全運転教室の取り組み

について。 

道交法改正において、平成２９年より７

５歳以上の運転免許保有者への認知機能検

査が強化されました。 

町では、平成２８年度から運転免許証の

自主返納者に対して、２万円の交通費助成

に取り組み、自主返納者の増加により補正

予算を組んで対応した経緯があります。 

平成２８年度と２９年度の自主返納者の

年齢構成や理由などについてお知らせくだ

さい。 

また、これからの高齢化社会や町内の生

活環境を考えますと、高齢者でも身体運動

機能が著しく低下していたり、認知機能低

下などの理由がなければ、高齢者の方に安

全に運転していただくための取り組みが必

要になってくるのではないかと考えます。 

美幌町は、高齢者も含めて、交通安全に

熱心に取り組んでいる町です。 

運転免許証の更新時だけでなく、自動車

学校などと連携し、路上講習のように指導

者に同乗いただき、高齢者の運転技術の向

上や交通法規の再確認など、個々人に対応

する高齢者のための安全運転教室実施の取

り組みについて、町長の考えをお聞かせく

ださい。 

２点目、峠の湯の利活用についてです。 

峠の湯びほろは、平成８年に開設され２

０年が経過しています。現在は指定管理者

制度により、公設・民営の形で運営してい

ますが、次期、指定管理者の募集に苦慮し

ていると聞いています。 

峠の湯びほろは、町民の大きな期待のも

と開設され、現在でも年間利用者数は、町

の公共施設の中でも一番多い１０万人を超

えているなど、根強いファンもいることか

ら、もっと峠の湯びほろの活用がされても

よいのではないかと考えます。 

例えば、美幌高校のマラソン大会後に入

浴券を出す、子育て世代へのファミリー券

の贈呈、乳がん経験者が装具をつけ入浴す

るための個室浴場の開放など、公設ならで

はの活用もできるのではないかと思います。 

運営については、指定管理者に任せっき

りになっているのではないかとも考えます。 

峠の湯びほろを町の財産として、さらな

る利活用の取り組みについて、町長の考え

を伺います。 

以上２点、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 〔登壇〕 岡本議

員の質問にお答えを申し上げます。 

初めに、交通安全対策について。 

高齢者のための安全運転教室の取り組み

についてでありますが、平成２８年度の運

転免許自主返納者の年齢構成でありますが、

６５歳未満は３名、６５歳以上７０歳未満

は１３名、７０歳以上７５歳未満は２８名、

７５歳以上８０歳未満は２４名、８０歳以

上８５歳未満は４１名、８５歳以上は４３

名の計１５２名となっております。 

平成２９年度１１月末までの運転免許自

主返納者の年齢構成は、６５歳以上７０歳

未満は４名、７０歳以上７５歳未満は６名、

７５歳以上８０歳未満は１７名、８０歳以

上８５歳未満は２６名、８５歳以上は１７

名の合計７０名となっております。 

自主返納の理由につきましては、運転に

自信がなくなった、家族から進められたが

多く、それ以外では、事故を起こした、ま

たは起こしそうになった、病気など体調が

悪くなったためとなっております。 

現在、高齢者の運転に係る講習につきま

しては、道路交通法で７０歳以上の方に高

齢者講習が義務づけされております。 

また、本町では、交通安全推進委員会や

自治会連合会交通安全部会により、高齢者
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の事故防止に向け、シルバー交通安全大会

の実施や、高齢者交通安全教室の開催、美

幌自動車学校協力のもと、冬道交通安全運

転講習を実施するなど、高齢者への対策が

実施されているところであります。 

今後、高齢化の進行により、さらに高齢

者による事故の増加が予想される中で、高

齢者対策の重要性は認識しており、高齢者

のための安全運転教室については、現在実

施されている対策を踏まえ、その必要性や

実施の可能性について、関係機関と協議し

たいと考えております。 

次に、峠の湯について。 

峠の湯の利活用についてでありますが、

峠の湯びほろは、平成８年１２月に開設し、

利用者はピーク時に比べ半減しているもの

の、現在も１０万人を超える利用があり、

町の観光拠点として町民の健康づくりや町

内外の人が集う交流の場として親しまれて

いる施設であります。 

運営については、毎月定期的に指定管理

者の責任者と定例会議を持ち、経営分析や

営業戦略について具体的な助言、アドバイ

スも行いながら、入浴者数や収益の増加策

などを協議してきているところであります。 

今年度についてもみどりの村と連携し、

夏休み期間中のキャンプ場利用者をターゲ

ットに、子供無料券の配布などを提案し、

効果を上げているほか、美幌駐屯地を初め

とした各職場に対する営業活動の紹介も行

ってきました。 

御質問のさらなる利活用の取り組みにつ

いてでありますが、地域資源を活用した魅

力的な事業展開に向けて、企画し、取り組

んでまいりたいと考えておりますので、御

理解をいただきますようお願いを申し上げ

ます。 

以上、答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） それでは、交通

安全対策のほうから２回目の質問を行って

いきたいと思います。 

答弁にありましたけれども、運転免許自

主返納者の年齢構成、これは２年に満たな

い統計ではありますし、また、前免許保有

者というのでしょうか、そういう６５歳の

人が町内に何人いるかというところが、自

分の質問で抜けていたかと思っているので

すけれども、例えば、この答弁から考えま

すと、８０歳以上８５歳からは返納する方

が多くなるということから読み取ると、８

０歳までは運転免許を持ち続けたいと考え

ているのではないかと考えます。 

現実にはもっと運転している方は８０歳

過ぎてもたくさんいらっしゃいますけれど

も、私も身体的に無理だとか思われる方に

運転をもうやめるように進めた人が何人か

います。でも、実際に日常生活、町内、そ

れから郊外も含めて、日常生活において車

を持たないということから、地域の広がり

というのが全く失われて、やはり考え方を

変えれば、高齢者でもいかに長い間安全運

転をしていただけるかということが非常に

重要になってくると自分では考えていると

ころです。 

でも、答弁にもありましたように、現在

は道路交通法で７０歳以上７４歳の方には、

高齢者講習としてビデオを使って交通ルー

ルを再確認する、機械を使って動態視力や

夜間視力を図る、車を運転して指導員から

助言を受ける、そして危なかった点などを

話し合う、そして免許証の更新となります。 

しかし、７５歳以上の方は、これに加え、

認知機能検査をし、検査の結果を講習に役

立てることになります。認知機能検査の結

果を使って、わかりやすい講習を行い、こ

れは２時間と３時間の講習があるのですけ

れども、検査結果と講習で３部門に分かれ

ます。判断力、記憶力に心配ない人、この

方々は７５歳でも引き続き安全運転を心が

けましょうということで、２点目は判断力、

記憶力が少し低くなっている人で、この
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方々は十分に注意して運転をしましょうと

いうことです。３点目は、判断力、記憶力

が低くなっている方で、この方は専門医の

診断または主治医の診断書を提出すること

になります。 

私は、ここで注目したいのは、２番目の

判断力、記憶力が少し低くなっている人も

十分に注意して運転しましょうというとこ

ろなのです。 

答弁にありますように、美幌でも高齢者

交通安全教室をやっているということなの

ですけれども、具体的にどういうことをや

っているのかお知らせください。 

○議長（大原 昇君） まちづくり主幹。 

○まちづくり主幹（田中三智雄君） 交通

安全教室の関係でありますけれども、今年

度でいけば７回ほど実施しまして、延べ１

８３名の参加をいただいております。 

内容につきましては、座学ということで、

交通安全の法規の再認識や歩行者になった

場合についての安全の関係だとか、中心は

運転ではなくて、歩行者とか自転車とか、

そういう関係のものを中心に座学で講義さ

せていただいて、これは警察と一緒に合同

でやっておりまして、その中でＤＶＤの上

映もさせていただきまして、目で見て確認

などもしていただいているという状況にな

っております。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 最初の質問にも

書きましたけれども、美幌はやはり町を挙

げて交通安全に取り組んでいる町だと思っ

ています。今の答弁にもありましたけれど

も、交通安全の啓蒙、啓発というものも大

切なのですけれども、歩行者とか、それか

らみんな道路に並んで、交通安全大会、そ

れから自治会のおはようコールとか、そう

いうところは非常に時間をかけてやってい

ると思うのです。 

ただ、これからはもっと、今、運転免許

を持っている方というのは、今８５歳以上

の方よりも、私たちの時代になるとすごく

ふえると思います。ほとんどが男女ともに

免許を持っているので、この人方が７０歳

以上７５歳以上になれば、今までよりもま

だまだ運転をする期間が長くなるのではな

いかと思っています。 

そして、高齢社会になりますと、少子高

齢化の社会は、やはり高齢者が高齢者を支

えながら地域の活動をしていく、地域の活

動をしていくためには運転免許というのが

非常に重要になってくるのです。 

免許を持たないということは、本当に行

動範囲も狭くなりますし、私が言いたいの

は、先ほどの最初の質問と同じなのですけ

れども、高齢者に対してもっとピンポイン

トに、最初に自分たちが免許を取ったとき

のように、仮免許を取って路上に出るとき

に、隣に指導員の方に乗っていただいて、

そして、仮免許の後の路上運転をするわけ

ですけれども、私は高齢者になったら、希

望者でもいいですし、そういう体制、実際

に自動車学校とかではなくて、町の中で実

際にそういう体験をすることが大切ではな

いかと思っています。 

これは、美幌には自動車学校があります

から、この自動車学校に協力をいただいて、

実際に町の中を走って、自分がどういう状

態で運転しているのか、そしてどういうこ

とに気をつけなければならないかというこ

とを指導員に仰ぐというようなことが重要

ではないかと思いますけれども、このこと

について町長はどうお考えでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 本当に団塊の世代

が後期高齢者になるということで、そこで

は、多分議員がおっしゃるように、女性も

男性も免許を取得している方が多いと思い

ます。そういった意味で、極めて今お話あ

ったようなことは重要なことだと思ってお

ります。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 
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○８番（岡本美代子君） 私も若いときか

ら、運転は下手ですが、スーパーなどに行

ってとめるときも、なるべく事故に遭わな

いようにというか、歩く距離があっても遠

くにとめるとか、それから混んでいるとこ

ろにはわざわざ入らないとか、自分で心が

けているところがここ何年かは多いのです。 

それでも、そういう何となくというより

も、いろいろな交通安全のためのポスター

など、そういうものはよくいろいろなとこ

ろに出回っていますけれども、実際に高齢

者になって気をつけること、ラジオを大き

くかけないとか、なるべく昼間に運転する

とか、そういう高齢者専用の冊子みたいな

ものがあって、もっと啓発していったらい

いのではないかと思います。 

それと同時に、とっぴな言い方かもしれ

ませんけれども、自動車学校では、今免許

を取るのに１時間幾らかというと、６,３０

０円らしいのです。例えば、それは自己負

担が多少あったとしても、例えばそういう

単位で、自分の運転がどうなのかという不

安が少しでもある方については、そういう

訓練も必要ではないかと思います。 

先ほど、自治会単位でやっている安全教

室などの話がありましたけれども、これは

自治会単位で取り組んでいってもいいし、

今までの交通安全より、町長もおっしゃっ

てくださいましたけれども、もっと個別な

具体性のあるものにしていかなければなら

ないのではないかと思いますが、その辺の

ところをもう一度、担当者でもいいですの

でお答えいただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 啓発、啓蒙も極め

て重要だと思いますけれども、議員がおっ

しゃるように、実際の運転で、ピンポイン

トでやっていただくと、例えば助手席に教

官が乗って、実際に路上を走ってこういう

ところに注意しなければいけないというこ

とであるとか、ここはこうですというよう

なことが重要だと思っております。 

ただ、これをやるにしても、６,３００円

かかるということでありますので、多額な

負担を強いることになりますので、この辺

をどうするかは、今後の検討事項だと思っ

ております。 

おっしゃるように、この地方において免

許証を離すということは、極めて勇気が要

ることだと思っております。どうしても移

動には車が必要だということで、若い人に

乗せていってもらうという手もあるのです

けれども、若い人が常にいるという状況に

ない人にとっては、極めて免許を返すとい

うことは大きなことだと思いますので、そ

れらを合わせて考えなければいけないと思

っているところでございます。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 町長からそうい

う回答をしていただけたので、実際に自動

車学校の教官に乗ってもらうとなるとある

程度の金額というか、予算が発生してきま

す。ただ、やはり安全運転のために自己負

担がある程度あっても、それは私は仕方な

いのではないかと思います。 

よく、自分の運転はどうなのか、自動車

学校の教習所で指導をされていた方の投稿

があったのですけれども、この方は７３歳

ぐらいだと思ったのですが、高齢者になる

と集中力が欠けるとか、そして運転が自己

中心的になるということがあって、免許を

返したということが出ていて、随分早く返

されたというように思っているのですけれ

ども、今高齢者の交通事故の加害者になる

ことが結構報じられています。 

加害者にならないための安全運転教室と

いうか、北見で自動でとまる運転の講習が

行われたなどという記事が伝書鳩に載って

いたりするのですけれども、やはり高齢者

がふえているのかと思いましたけれども、

交通事故そのものがすごく減っていると。

その中で、高齢者が起こす事故が横ばいで

ある。だから、すごく高齢者が事故を起こ
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しているようになっているのだということ

です。全体の交通事故が減っているので、

高齢者の事故が非常にふえているように見

えるのだという報道も見たことがあります。 

先ほど、町長の答弁にありましたけれど

も、美幌は自動車学校がありますので、連

携して美幌ならではのよいシステムをつく

っていただいて、そして、高齢者も社会に

貢献できるというシステムを構築していた

だきたいと思います。 

最後に一言いただいて、この質問を終わ

ります。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 自動車学校がある

ということは、非常に強みだと思いますし、

我が町にあることが本当に交通安全に資す

るところだと思っていますので、どうでき

るかについては、少し時間をかけて検討さ

せていただきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 時間をかけない

で、町長はいつもスピード感を持ってとお

っしゃっていますので、高齢者の安全運転

のためにも、スピード感を持っていただき

たいと思います。 

車でスピードを出してはだめなのですけ

れども、このことについてはスピード感を

持って取り組んでいただきたいと思います

し、やはり警察に行くというと少し足が遠

のくのですけれども、自動車学校は安全運

転とか交通安全とかに関して本当によくや

ってらっしゃるので、もっといろいろなこ

とを連携をとっていけたらと思います。 

今でも十分とっているということであり

ますが、私は個人個人でももっと自動車学

校と自分たちが連携をとれるようになれば

いいのではないかと思っています。 

１回免許をとると、７０歳なり７５歳に

なるまで余り近づかないのですけれども、

ペーパードライバーの方などは来て、横に

教官が乗って練習したりするということな

のです。自分たちの状態は１年１年変わっ

ていきますので、自分の状態がどうなのか

ということで、もっと暮らしの近くに自動

車学校があってもいいのかなということは、

今回のことで感じました。 

次、峠の湯について質問してまいりたい

と思います。 

質問のときは、峠の湯の指定管理者が１

次募集では余り手を挙げるところがなかっ

たということなのですけれども、何か時間

の経過とともに、手を挙げる業者がいるら

しいということで、少し安堵したと考えて

います。 

最初の質問で、指定管理者に任せっきり

になっているのではないかということを言

いましたけれども、答弁では、運営につい

ては毎月定期的に指定管理者と定例会議を

持ち、経営分析や営業戦略について具体的

な助言、アドバイスを行いながらやってい

るとのことですけれども、大きな会社で、

全道的、全国的に展開しているような指定

管理者が、例えば地域性を取り入れるよう

な、御当地ならではの取り組みができるよ

うな自由さがあるのかどうか、その辺のと

ころをお聞きしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） ただいまの自

由度の取り組みの関係でございますけれど

も、一定程度は今の峠の湯の指定管理者の

ほうで任されている部分もございますので、

対応については、一定程度は可能だと認識

しております。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 答弁で、ことし

はみどりの村と連携して、キャンプ場で子

供の無料券を配布して効果を上げたという

ことなのですけれども、子供さんがいると

いうことは必ず親がついてきますので、親

がそろって入ってきてくれたらそれは本当

に効果のあることだと思いますし、駐屯地

や各職場に営業活動を紹介して行ってきた



 

－ 86 － 

とのことですけれども、今の指定管理者に

は兼務でもいいので、営業職の方は配置さ

れているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 営業職という

形ではございませんが、支配人が配置され

ておりますので、営業活動を行うときは、

支配人と我々担当部局で同行して回ってい

る状況であります。 

企業については、指定管理者のほうで対

応している状況であります。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子。 

○８番（岡本美代子君） 開設当時の話を

しても、今はもう２０年もたって参考にな

らないかもしれませんけれども、峠の湯が

開設されたころには、営業の方がいて、入

浴券を職場に売って歩いたり、それから景

品に使っていただく、贈り物に使っていた

だくということで、大変営業努力もしてい

たというように考えます。 

峠の湯は、光熱水費が割高になる、天井

が高く湯船も広い、私も最初はそう思った

のですけれども、もう２０年もたちました

ら、四の五の言ってはいられない。やはり

立派ゆえに経費がかかるということなので

すけれども、活用しないのは町民に対して

も申しわけないということです。 

図書館とか博物館と同じように、精いっ

ぱいいろいろと活用して、そして町民に修

理や何かに対する理解を得なければならな

いのではないかと思っています。それと同

時に、やはり立派な施設というのは経費が

かかる。このことに対しては、今公共施設

の改築、このときにある程度ランニングコ

ストということでは、峠の湯に学ぶべきも

のがあるのではないかというように思って

います。これはいい教訓と言ったらおかし

いですけれども、天井が高いとそれだけ光

熱費もかかりますし、そういうことを念頭

に置いて公共設備、施設の改築時には考え

なければならないことだと改めて思ったと

ころです。 

それと、健康にもいい、心身ともに温泉

の効果というのは、今ははっきりしている

わけですけれども、もっと福祉的な使い方

がなされてもいいのではないかというよう

に考えています。 

そうすると、入浴料はどうなるかという

ことにもなりますけれども、先ほども言い

ましたように、私は美幌の今の子供たちで

峠の湯に行ったことがない子もいると思い

ます。町にはこういう財産があるというこ

とで、一度は入らせてあげたいというよう

に思っています。それはどういう場面があ

るかわかりませんけれども、美幌は冬の場

合は余りレジャー施設がないですから、そ

ういうときに合わせて家族券、ファミリー

券というのでしょうか、子供なら無料とか、

ある程度思い切ったことも必要ではないか

と思っています。誘い水というわけではな

いですけれども、行ってみて初めてそのよ

さがわかって癖になったり、家族で楽しむ

ことができるのではないかと思うのです。

ですので、行ったことのない子にはぜひ味

わわせてあげたいというように考えていま

す。 

それと、スポーツ大会、結構美幌で全道

大会であったり、いろいろな大会がありま

すけれども、そういうときに券を配布する

などして、ぜひ経験していただくと。それ

は全く無料ではなくていいと思うのですけ

れども、大人の場合はそういう券で一度は

立派なお風呂を体験していただくというこ

とが大切ではないかと思います。 

料金とか、その設定は別として、そうい

う考えについてはどうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） 行事における

入浴券の配布、あるいは施設の開放につき

ましては、行事の主催者に入浴料金を御負

担いただくことが基本であろうかと考えて

おります。しかしながら、まずは峠の湯に

足を運んでもらうことから始まっていくこ

とと考えておりますので、さまざまな利用



 

－ 87 － 

方法、行事の主催者等とともに考えていき

たいと思いますのでよろしくお願いします。 

また、さきに福祉の関係のお尋ねがござ

いましたが、今現状としまして、福祉風呂

があります。こちらにつきましては、補装

具等の装着者に対してもお風呂を使ってい

ただいている状況であります。 

これにつきましては、体が不自由な方に

対しては限定で１回当たり１時間半、大体

毎日１組程度御利用があるという状況であ

ります。よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 福祉的にも使わ

れているということで安心したところです

けれども、一日一組ということでは、たし

か２カ所ありましたよね。ですので、もっ

ともっと活用したらどうかと思います。 

最初の質問にも書きましたけれども、や

はり温泉の効果ということで、医療的にも

とても血流がよくなるということで、例え

ば、乳がんの手術をした方は町内にたくさ

んいらっしゃるのです。ただ、話を聞くと、

お風呂に行く方は行くけれども、余り行か

なくなったということですので、そういう

方にはやはり個室ということで、福祉風呂

をもっと普通の料金で開放するとか、町の

財産として町民にもっと解放するというよ

うな取り組みをすべきではないかと考えま

す。 

ただ、そういう方は１人では行きません。

必ず誰かと一緒に行ったりするので、そう

いうところから誘い水になるのではないか

と思いますので、もっともっとアイデアが

実際に実現するような仕組みづくりが必要

ではないかと思いますけれども、もう一度

回答いただければお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） ただいまのお

尋ねでございますが、今、福祉の浴室は体

の不自由な方限定ということでございます

が、事情等を考慮しまして、その辺は施設

のほうと協議いただければと思います。 

また、介助の方等、一部限定させていた

だく面もありますけれども、その辺は御気

軽に相談いただければと思いますので、よ

ろしくします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 相談をいただけ

ればと言いますが、やはりその入り口のと

ころだと思います。私はこうなのですと、

あそこに行って説明するなどといったこと

がないように、パンフレットに書くとか、

例えば広報に１回載せるとか、その辺のこ

とはどうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 経済部長。 

○経済部長（矢萩 浩君） さまざまな形

で情報提供をして、入っていただきやすい

いい環境を整えていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 年間１０万人もい

まだに入っていただく施設として、やはり

貴重な御提言をいただきましたので、これ

らについてはどうできるかを含めて、早急

に検討してまいりたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） お風呂というの

は本当に、行くと行き癖がつくというか、

結構通うのですけれども、行かなくなると

遠のくものなのです。私の反省も含めて、

やはり１人でも多くの方にあそこを交流セ

ンターとして使ってもらい、心身ともに、

美幌に住んでいてよかったと、こういうも

のがあってよかったと思われるような活用

方法をぜひいろいろと考えていただきたい

と思います。そして、それを報道など皆さ

んの目に触れさせていただいて、美幌の峠

の湯を最高に活用していくべきだと思って

いますので、私の質問をこれで終わらせて

いただきます。 

○議長（大原 昇君） これで、８番岡本
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美代子さんの一般質問を終わります。 

以上で、一般質問を終わります。 

暫時休憩します。再開は１５時２０分と

いたします。 

午後 ３時１０分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ３時２０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 認定第１号から 

  日程第８ 認定第６号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第３ 認定第

１号平成２８年度美幌町一般会計歳入歳出

決算認定について、日程第４ 認定第２号

平成２８年度美幌町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算認定について、日程第５ 認

定第３号平成２８年度美幌町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算認定について、日

程第６ 認定第４号平成２８年度美幌町介

護保険特別会計歳入歳出決算認定について、

日程第７ 認定第５号平成２８年度美幌町

公共下水道特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、日程第８ 認定第６号平成２８年度

美幌町個別排水処理特別会計歳入歳出決算

認定について、以上６件を一括議題といた

します。 

この件につきましては、平成２９年第５

回定例会において、一般会計等決算審査特

別委員会に付託いたしておりますので、そ

の審査結果報告書の審査の結果以降につい

て、職員に朗読させます。 

○議事係長（橋本 勝君） 審査の結果。 

関係書類の提出、あるいは関係職員の出

席を求めるなどして慎重に審査した結果、

適正に予算が執行された決算として認定す

べきものと決定した。 

なお、一層の行政効果を期待し、次のと

おり審査意見を付すこととした。 

審査意見。 

１、一般会計等全般について。 

平成２８年度は、国の経済が緩やかな回

復が続いていると言われる中にあっても、

人口減少と景気低迷の中で、税収の伸び悩

み、地方交付税の縮減など、自主財源の確

保が引き続き厳しい状況にある。 

一方で、高齢化の進展に伴う社会保障関

連経費及び老朽化した公共施設の管理経費

など、行政経費が年々増大する厳しい状況

に置かれている。 

このような状況の中で、一般会計決算は、

各種基金の繰り入れや交付税措置の高い地

方債の借り入れなどで、所要の財源を確保

しつつ事業の選択と経費の節減に努めた結

果、実質収支は５,４０４万４,０００円の

黒字となったが、単年度収支は２,４４７万

６,０００円と２年連続の赤字となってい

る。 

本町の平成２８年度末人口は２万人、こ

こ５年間で１,２８８人、６.１％の減とな

っており、少子化対策の一層の充実が求め

られる。 

また、今後の役場庁舎、消防庁舎の建て

かえという大型事業を抱える中で、住民福

祉の充実を図りつつ健全な財政運営に一層

の努力を期待したい。 

５特別会計の実質収支は、いずれも黒字

となっており、一般会計からの繰入金総額

は、前年度比で３,７７８万６,０００円減

少しているものの、なお一層の健全化に向

けた努力を望みたい。 

２、収入率向上対策について。 

公営住宅使用料の現年度分収入率は、４

年連続で１００％の達成であり、全道にお

ける同規模の自治体と比較して特筆すべき

もので、高く評価したい。 

国民健康保険税の現年度分収入率は９７.

７％、その他町税、各種収入においても、

いずれも９９％を超える高い水準を維持し

ており、全庁的な収入率向上対策への取り

組みを評価したい。引き続き、負担の公平

性と適正化を図るため、収入率向上に向け

て取り組まれたい。 

３、ふるさと寄附金への取り組みについ



 

－ 89 － 

て。 

平成２８年度のふるさと寄附金受納額は

３,８７０万７,０００円となっており、前

年度の８,１６３万３,０００円から大きく

減少している。 

ふるさと寄附金受納額の増大に向け、先

進の取り組みに学び、改善策を早急に立て

られたい。 

４、職員の時間外勤務の軽減について。 

職員の年間時間外勤務は５年間で１.４倍

に増加し、時間外勤務が年間３００時間を

超える職員が１０人を数えるなど、職員の

健康上憂慮される状況も見られる。 

導入から１０年以上経過したグループ制

のあり方も含め、事務の改善と職員の適正

配置を検討されたい。 

４、少数意見の留保。 

美幌町議会会議規則第７６条の規定によ

る少数意見の留保はない。 

○議長（大原 昇君） 本件について、委

員長の報告を求めます。 

２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） 〔登壇〕 平成２

９年９月２１日から６回にわたり委員会を

開催し、提出された書類及び関係職員から

説明を求めるなど慎重に審査した結果、適

正に予算が執行された決算として認定すべ

きものと決定をいたしました。 

なお、一層の行政効果を期待し、付した

審査意見はただいま職員が朗読したとおり

であります。 

委員長として、口頭による補足意見を申

し上げます。 

町税の収納率向上対策について、国民健

康保険税の現年度分収納率は、平成２７年

度に次ぐ高い水準であり、町民税、固定資

産税など、他の町税においても、過去４０

年間で最高の収納率となっています。 

近い将来、滞納繰越分も含めた収納率が

過去最高を突破するのは確実と思われます。 

収納向上対策本部を設置して、町税、使

用料など、収納率向上対策に取り組む行政

の姿勢を高く評価したい。 

以上であります。 

○議長（大原 昇君） これから、委員長

報告に対する質疑を行います。質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、認定第１号から認定第６号ま

での６件を一括採決します。 

この採決は起立によって行います。 

この決算に対する委員長の報告は、認定

とするものであります。 

この決算は、委員長報告のとおり、認定

することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件については、認定する

ことに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第 ９ 認定第７号から 

 日程第１０ 認定第８号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第９ 認定第

７号平成２８年度美幌町水道事業会計決算

認定について、日程第１０ 認定第８号平

成２８年度年度美幌町病院事業会計決算認

定について、以上２件を一括議題といたし

ます。 

この件につきましては、平成２９年第５

回定例会において、企業会計決算審査特別

委員会に付託いたしておりますので、その

審査結果報告書の審査の結果以降について、

職員に朗読させます。 

○議事係（寺田 好君） 審査の結果。 

関係書類の提出、あるいは関係職員の出

席を求めるなどして慎重に審査した結果、

両会計ともに適正に予算が執行された決算

として認定すべきものと決定した。 

なお、今後とも一層の努力を望み、次の

とおり審査意見を付すこととした。 

審査意見。 

１、水道事業会計について。 
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人口減少とともに、一般家庭用使用水量

が減少している。業務用においても、新規

企業の増加が見込めない中、さらに省エネ

対策により節水の徹底が図られている。 

今後も給水使用量減少が予想されるが、

経常収支比率は前年度を上回っており、利

益が確保されていることについては、高く

評価したい。 

収益向上への期待としては、過年度より

減少している有効水量率の改定である。有

収率は、前年比２.６ポイントを下回り８

８.２％、不明水量にして２５万７,１６６

立方メートルとなっており、さらなる有効

水量率の改善に努める必要がある。 

不明水の原因は多々想定されるが、劣化

による配水管等からの漏水が原因の一つと

考えられる。改善対策として、施設の耐震

化とともに、現在の整備計画の早期完了に

よる水路の完備等、一層の効率化と健全経

営に積極的に取り組まれたい。 

２、病院事業会計について。 

平成２８年度は外科休診もあり、入院患

者数は、わずかではあるが減少したものの、

全体の患者数は５％増となっている。収支

は純損失２,５４５万４,０００円であるが、

その額は前年度と比較し減少してきている。

このことは、常勤医師を筆頭に、病院スタ

ッフが病院健全化経営に向けて努力されて

いることの成果であり、高く評価したい。 

今後は、新公立病院改革プランに沿って、

公共性、経済性を重視し、住民が安心して

暮らせるよう、安全で良質な医療提供を継

続し、信頼される病院経営に一層努力を望

むものである。 

また、医師、看護師、病院スタッフの人

員確保を図り、長期間勤務できる環境づく

りや研修制度の充実に努められたい。 

地域包括ケア病床の取り組み、地域連携

室のさらなる充実、町内医療機関との連携

を密に、高額医療機器についても十分な活

用を期待したい。加えて、町民が要望して

いる婦人科、眼科の整備も視野に入れ、基

幹病院としての役割を果たされたい。 

４、少数意見の留保。 

美幌町議会会議規則第７６条の規定によ

る少数意見の留保はない。 

○議長（大原 昇君） 本件について、委

員長の報告を求めます。 

１番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） 委員長報告を行い

ます。 

平成２９年９月２１日から６回にわたり

委員会を開催し、提出された書類及び関係

職員から説明を求めるなど慎重に審査をし

た結果、両会計ともに、適正に予算が執行

された決算として認定すべきものと決定を

いたしました。 

なお、今後とも一層の努力を望み、付し

た審査意見は職員が朗読したとおりであり

ます。以上です。 

○議長（大原 昇君） 委員長報告に対す

る質疑を行います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

これから、認定第７号及び認定第８号に

ついてを一括採決します。 

この採決は起立によって行います。 

この決算に対する委員長の報告は、認定

とするものであります。 

この決算は、委員長の報告のとおり、認

定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

したがって、本件については、認定する

ことに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎散会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。 

本日はこれで散会します。 

御苦労さまでした。 

 

午後 ３時３６分 散会   
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